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平成２２年第５回玉城町議会定例会議事日程（第２号） 

 

平成２２年６月１１日午前９時開議 

日 程 

 第１．会議録署名議員の指名 

 第２．町政一般に関する質問 

質 問 者 質  問  内  容 

 

 中瀬 信之 

3 ㌻～15 ㌻まで 

 

１．予防接種対策について 

 

 

奥川 直人 

15 ㌻～30 ㌻まで 

１．環境対策の一環である太陽光発電システム設置補助について 

２．玉城中学校の実態について 

３．弘法温泉水『うるおいの路』の販売状況について 

 

 

鈴木加奈子 

 

30 ㌻～44 ㌻まで 

１．中学校卒業まで医療費を無料にすることについて 

２．就学援助費内容拡充について 

３．子宮頸癌ワクチン接種の助成について 

４．総合計画策定について 

５．国保の保険料・医療費の申請減免について 

 

 北川 雅紀 

44 ㌻～58 ㌻まで 

１．辻村町長の２期目への取り組みについて 

２．友の会が発行するスマイルカードでの納税が出来る制度について 

３．玉城町への観光への取り組みについて 

 

  

風口  尚 

58 ㌻～65 ㌻まで 

 

 

１．買い物難民の増加に伴う対応及び支援について 

２．子宮頸癌ワクチン接種の助成について 

小林  豊 

65 ㌻～73 ㌻まで 

 

１．今後の町づくりについて 

２．家畜伝染病について 

 

高木 市郎 

73 ㌻～80 ㌻まで 

１．町民の民意について 

２．田丸駅の南側乗車について 

３．保健福祉センターの駐車場について 
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平成２２年第５回玉城町議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招集年月日 平成２２年６月１０日 

２．招集の場所 玉城町議会議場 

３．開   会 平成２２年６月１１日 

４．応召議員 

 １番 小 林 一 則 君     ２番 中 野   勇 君 

 ３番 山 本 靜 一 君     ４番 北 川 雅 紀 君 

 ５番 鈴 木 加奈子 君     ６番 小 林   豊 君 

 ７番 前 川 隆 夫 君     ８番 風 口   尚 君 

 ９番 川 西 元 行 君    １０番 中 瀬 信 之 君 

１１番 山 口 和 宏 君    １２番 奥 川 直 人 君 

１３番 高 木 市 郎 君    １４番 東 谷 富 雄 君 

５．不応召議員  な し 

６．出席議員   １４名 

７．欠席議員   な し 

８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 

町 長 辻 村 修 一 君 副 町 長 坪 井 信 義 君 

教 育 長 山 口 典 郎 君 会計管理者 前 田 浩 三 君 

総 務 課 長 中 郷   徹 君 税 務 住 民 課 長 小 林 一 雄 君 

生活福祉課長 林   裕 紀 君 建 設 課 長 森 島 千 里 君 

上下水道課長 松 田 幸 一 君 病院老健事務局長 田 畑 良 和 君 

教育事務局長 辻     誠 君 総務担当課長補佐 田 村   優 君 

産業振興課長 田 間 宏 紀 君 政策財政担当課長補佐 中 村 元 紀 君 

教育委員長 加 藤 禎 一 君 監 査 委 員 中 西 正 光 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 大 南 友 敬 君 同 書 記 宮 本 尚 美 君 

同 書 記 内 山 治 久 君 

１０．提出議案 

日 程 

第 １．会議録署名議員の指名 

第 ２．町政一般に関する質問 

 

            （午前９時０３分 開会） 

○議長（小林一則君） ただいまの出席議員数は１４名で定足数に達しております。よ

って平成２２年第５回玉城町議会定例会（第２日目）の会議を開会いたします。 

 本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 



 3 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により議長において、 

         ４番 北 川 雅 紀 君 

         ５番 鈴 木 加奈子 さん 

の２名を指名いたします。 

 

○議長（小林一則君） 次に、日程第２ 町政一般に関する質問を行います。それでは

最初に、１０番 中瀬信之君の質問を許します。  

○１０番（中瀬信之君） おはようございます。議長の許可をいただきました

ので、通告書にしたがいまして、一般質問をさせていただきます。辻村町長

におかれましては、４月に行われました町長選挙において、当選をされ２期

目を迎えられることとなりました。町長は２期目の就任あいさつの中で安心

して暮らせるまちづくりの取り組みを行う。これからも町民の皆さんが健康

で元気に暮らせる町を、健康幸せ委員の皆さんに協力のお願いをし、徹底し

た形で健康づくりの取り組みをすると言われております。この尐子高齢化の

時代にあって安心して暮らせる玉城町をつくるため、玉城町民のためになる

よりよい判断をしていただきたいと思っております。  

 それでは質問に入ります。今回の質問は予防接種の対策について、お伺い

をいたします。町長はご自身の方針の中でも町民の安全や安心を大きな政策

の中に置かれております。尐子高齢化対策の中でも子育て支援の充実や、医

療体制の充実にも重要な課題として取り組みを進められております。昨年７

月に伺いました、長野県の佐久総合病院や白馬村への行政視察にも同行して

いただき、地域医療のあり方やこれからの予防医療の重要性を目の当たりに

し、当町においても重要な課題であると確認を新たにされたことと思ってお

ります。今、行われている予防接種は、これまでに天然痘の根絶を始め、ポ

リオの流行防止など、多くの疾病の流行の防止に大きな成果をあげ、感染症

による患者の発生や死亡者の大きな減尐をもたらすなど、我が国の感染症対

策上、極めて重要な役割を果たしてまいりました。感染症が著しく蔓延し、

大きな被害を与えていた時代が過ぎ去り、今日ではその流行が急速に減尐し、

予防接種によって獲得した免疫が、感染症の流行を抑制していることが忘れ

がちとなっています。  

 しかし、予防接種により国民全体の免疫水準を維持するためには、予防接

種の接種機会を安定的に確保することとともに、社会全体として一定の接種

率を確保することが重要であると思われます。  

 一つ目の質問といたしまして、予防接種の向上は健康対策を重視する当町

においては、重要な課題の一つであると考えますが、町長は基本的な予防接

種対策をどのように考えているのか、お尋ねをいたします。  
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○議長（小林一則君） １０番 中瀬信之君の質問に対し答弁を許します。町

長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 中瀬議員から予防接種対策について、ご質問をいただ

きました。議員には大変健康づくり、健康対策に関心を寄せていただいてお

ることに対して敬意を表する次第でございます。大変重要な課題だというふ

うに認識をしておる次第であります。予防接種の意義といいますのは、ご承

知のように病気の多くは、ウイルスやあるいは細菌の感染で発症するという

ことでございまして、それらを感染症ということで呼んでおるわけでござい

ますけれども、予防接種はそれらの感染症に対する免疫を獲得し、その病気

にかからないようにするために行われるものということでございまして、予

防接種が行われるその病気は、まずはそのほとんどの病気が感染力の強い病

気、そして一度発症しますと有効な治療法がないと。さらに死亡率が高い、

さらに後遺症を残す頻度が高い、こういうことで重篤な疾患が多く含まれて

おるわけでありますけれども、予防接種はそれを受けることによって、それ

らの被害を避けることができるということでありますから、また予防接種は

今ご質問にもございましたように、かつて天然痘を地球上から根絶しました

ように、多くの人が受けることによって、その病気を無くしてしまう。ある

いは流行を予防してしまう。こういうことができるわけであります。予防す

ることができるということであります。予防接種を受けるということは、そ

の方が病気にかからず健康でいられるということと同時に、その方の家族あ

るいは友人、将来生まれる子どもたちの健康をも守るということになるわけ

ございます。  

 予防接種につきましては、その接種期間であれば公費で受けることのでき

る、いわゆる定期接種ともう一つは自費で行う、自分の費用で行っていただ

く任意の接種と、この二つがあるわけでございます。定期接種で定めており

ますものが、ＢＣＧあるいはポリオ、三種混合、はしか、風疹、日本脳炎、

そういうふうなものであります。また任意接種といたしましては、インフル

エンザ、このインフルエンザにつきましては６５才以上または６０才以上で

あって予防接種法に基づく規定を満たすものにつきましては定期接種、いわ

ゆる公費で受けることができると、こういうことでございます。  

 さらに任意接種の中にはおたふくかぜ、水疱瘡、Ｂ型肝炎、Ａ型肝炎、肺

炎球菌、狂犬病と、こういうふうなものがあるわけであります。予防接種法

で定められているような病気は、それに罹患しますと申し上げておりますよ

うに、時として死亡あるいはまたその病気の後遺症で一生苦しむという事例

も起こっておるわけであります。予防接種につきましては、病気から身を守

るということになるわけでありますので、今後もこの定期接種、そして任意

接種につきましての取り組みを進めてまいりたいというふうに考えておるの
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が、基本的な考え方でございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今、町長が言われましたように予防接種は、この町

じゃなくって、日本全国すべてにおいて必要なことである。これは誰がどう

言っても大体必要やというふうに考えておる。これは当然のことやというふ

うに思っております。町長もそういう認識の下、今言われましたように定期

的な予防接種については、必ず接種を受けるべきであると。  

 任意についてはいろいろな補助の対象とか、そういうこともありますので、

感染を防ぐために各個人に、そういうことを進めていくことは重要なことで

あるというようなことを言われておるというふうに思いますが、それでよろ

しいでしょうか。  

 １番目の基本的な予防接種に対する考え方については、以上のようなこと

で町長が述べられたというふうに思いますが、この二つ目の質問としては、

私はもちろんのこと多くの住民は病気にはなりたくない。ましては子どもを

持つ者にとっては、子どもには大きな病気をさせたくない。高齢者を持つ家

族にとりましては、いつまでも元気にいてほしいと考えるのは当然のことだ

と思っております。定期の予防接種においては、多くの対象者が予防接種を

受けていると思いますが、任意の予防接種においては、予防接種を受けるこ

とでその効果が十分にあるとわかっていても、なかなか予防接種を受ける対

象者が尐ないように思っております。私を含め多くの住民は予防接種に対す

る知識や認識がまだまだ低いのではないかと思っております。  

当町における定期予防接種並びに公費助成を行っている、予防接種の実施

状況と接種率を伺うとともに、行政として安全で安心して暮らせる、豊かな

町をつくるために予防接種に対する住民意識をどのように高め、予防接種の

接種率を高めていくか、町長の対策をお聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 予防接種の接種率についてのご質問をいただいており

ますが、玉城町のまず義務接種と言いまして、定期接種という分類をしてお

りますけれども、先ほど申し上げましたように、ＢＣＧとかポリオとか三種

混合というふうなものでございますけれども、これにつきましてはそれぞれ

積極的にこの接種を推奨しておると、進めておると。こういうふうな中でそ

れぞれほぼ９８％から９９％の接種率という状況になっております。各いろ

いろな健診の時期にも、積極的に接種を進めておるという状況でございます。

そういった接種率の状況でございますのと、もう一つのご質問の中でのいわ

ゆる住民の意識を高揚するために、どうかというふうなご質問でございます

けれども、特に町といたしまして、今お子さんのご心配のいろいろな将来の
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子どもたちの病気に対する被害を尐なくするというふうなことは、大変重要

なことでありますから、出産時に「予防接種と子どもの健康」、こういう冊

子をお渡ししておりまして、これの中身といたしましては、予防接種の接種、

有効性、接種の時期、副作用などが記載をされておると、こういうことでご

ざいまして、これは当然のことながら、いろいろな病気あるいは対策等が日

進月歩で変わってきておりますから、毎年更新をしておるという状況でござ

います。  

そして、任意の予防接種に当たりましても、玉城町の状況の中ではまず考

え方といたしましては、罹患率が高く、そして発病防止効果が高い、あるい

は重症化の予防が期待されると、こういうものについて助成をさせていただ

いておるわけであります。具体的に申し上げますと、季節性のインフルエン

ザについては５００円の補助、おたふくかぜは２０００円の補助、そしてこ

れは必要経費の一部を補助しておると、こういうことでございます。おたふ

くかぜにつきましては２０００円の補助、水疱瘡については２０００円の補

助、そして今回、前日の補正の説明でも申し上げておりますけれども、肺炎

球菌につきまして今回の補正予算で２０００円の一部補助をしたいと、こう

いう予算の要望をさせていただいておるところでございますので、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今、定期予防接種については９８％から９９％、こ

の接種についての対象者は、予防接種を受けるように努めなければならない

ということで、必ず１００％受けようということではないということから、

ほぼ１００％に近い数字ではないかなというふうに思いますが、本来であれ

ばやはり皆さんが受けるように、行政としていろいろな対策を取るというこ

とが必要ではないかというふうに思います。その受けなかった方について、

どういう対策を取っているのかということを、まずお聞きしたいのと、この

任意予防接種について、今町長が言われましたが、接種率というものがわか

っておれば、お聞きをしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 定期接種につきましては、ほぼ９８％から９

９％ということで、数字が出ていますが、住民票等に記載された方を分母に

持っているため、１００％を切る場合がありますが、現場としましてはほぼ

１００％というふうな形で接種のほうは進めています。どうしても住民票が

あっても補足ができない方については、当然郵送等で行ってやはり形として

は１００％が法律が義務づけられておるわけですから、１００％に近いよう

に進めてまいる所存でございます。  

 それから、任意接種につきましては、今町長が当然させていただいたとお
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り、四つの今回任意接種を予定していますが、以前からやっております季節

性のインフルエンザにつきましては、何人の方がということは把握できませ

んが、玉城町の方が。助成を行っているため、その助成件数としましては、

１０７４件という数字のほうの助成件数を持っております。  

 それからおたふくかぜ並びに水疱瘡については、おのおの８０人、肺炎球

菌ワクチンについては、今年からということですので、予算は５０人という

ことを予定しております。以上でございます。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今、何人というような格好で報告を受けましたが、

分母のほうがどれだけに対して何人かということがわからない。基本的には

非常に低い数字で推移をしているというふうに思っております。それは低い

数字で推移をしているということでよろしいでしょうか。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 分母のほうですけれども、例えばおたふくか

ぜをとらえましても、１才以上の間に１回、生後２４カ月から６０カ月の間

に１回受けることが望ましいということがありますので、こういうようなも

のは確かに分母は見つけやすいんですか、やはり２才以上で受けないとか、

受けなさいとか、何才以上で何カ月の何才までに打ちなさいとなりますと、

分母が毎年大きな分母を持ちますと、やはり接種率が低くなりますし、毎年

対象年度は必ずその学年１年という分母がとらえられれば、それは確実に接

種率が出るんですけれども、やはり幅が広いため、接種率はなかなか難しい

と思っていますが、ただ毎年８０人程度の接種率というのは、もう尐し年代

を見てパーセントを今後も計算して、尐ない世代につきましては、今後もま

た推奨していきたいと、このように思っています。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 任意の予防接種については、行政が干渉するもので

はないかというふうに書かれておりますが、町長が今言われましたように、

病気に対する予防という意味からいくと、多くの人が例えば受けたほうが望

ましいであろうというふうに考えるのは、誰も同じであるというふうに思い

ますが、今出てきましたその公費を使って、おたふくかぜ等については２０

００円、インフルエンザについては５００円の助成しておる。この金額が出

ておりますが、実際、接種率を上げるために、公費の割合を上げるほうが接

種率が上がるんではないかとか、そういうふうなことを考えられたことはあ

りますでしょうか、お伺いをいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） そういうことの検討はその予算の時点でどれだけの補

助がいいのか。高額がいいのか、もう尐し低額でもいいのかというふうなこ
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とは検討いたしましたけれども、やはり病気にかかるというふうなことは、

玉城町だけではなくて、やはり国においてそうした効果的な予防というふう

なものを、国民に対していかにあるべきかということを、もっと力を入れて

いただかなければいかんのかというふうな認識を、今、しておる次第でござ

いまして、やはり町の財政事情等を勘案しながら、これは検討していきたい

と思っておる次第でございます。なかなか額が多ければ、多いほうがいいと

いうふうなことになるかもわかりませんけれども、まずはこの予防接種につ

いての前段、議員からご質問がありまして、お答えを申し上げましたように、

町民の皆さん方に対する啓発活動に力を入れていくことが重要だというふう

に認識をしておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今、町長が町民の皆さんに啓発していくということ

を言われましたが、どういうふうなことを今までしておったか。今、してお

ったにもかかわらずやはり任意の接種については、接種率としては低い状況

が続いておると思うんですが、どのような格好で広報へ流したり、いろいろ

なことがあるかわかりませんが、啓蒙していくというふうに考えておられる

のか、お伺いをしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 具体的な周知の仕方は、玉城町のＰＲ媒体といたしま

して、広報たまき、あるいはケーブルテレビ、あるいは盛んにおかけさまで

行っております子どものいろいろな子育て教室、そういうふうな機会の中で

徹底をしておるわけでございますので、このことはさらに今後も力を入れて

いきたいというふうに思っておる次第です。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 広報とかそういうことについては、たくさんしても

し過ぎることは多分ないと思いますので、もっと多くの人がわかるようにし

てもらいたい、そのように思います。  

 それと、先ほど町長が国が例えば助成、考えがないとできないとか、県の

方向が示されないというようなことを言われましたが、町長は一番初めにも

言いましたが、玉城町の健康安全ということを、私は考えてこの町政を持っ

ていくということであれば、国の方針とか、そういうことも重要であろうか

と思いますが、町独自でこういう対策を進めていくということも、町長の考

えの中で大きな要素を含めておれば、そのことが一番重要ではないかという

ふうに思いますが、そのことについてはいかがでしょうか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） おっしゃるとおりでございます。しかしいろいろな法

的な国の方針というふうなものが打ち出されてまいりますと、町としてはそ
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れに従わざるを得ないということもありますし、合わせて議員おっしゃるよ

うに、その範囲の中で町としても精一杯、徹底をしていく必要があるという

ふうに思っておる次第です。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今から三つ目の質問をするわけですが、そういう中

で国の進めがないとできないということではないことを、全国の自治体で既

に進めていることがありますので、当町においても健康安全を重視するとい

うことであれば、率先して今から言うことを取り入れていくことも重要なこ

とではないかと思います。  

 それでは、３番目の質問ということになりますが、最近、注目をされてい

る予防接種に女性の健康を守るため、子宮頸癌ワクチンの接種や乳幼児の細

菌性髄膜炎などの重症感染症の発生を防ぐ、ヒブワクチンの接種や小児用肺

炎球菌ワクチンや今町長が言われました高齢者肺炎球菌ワクチンの接種に対

して、公費を助成する団体が全国で広がっております。子宮頸癌ワクチンの

有効性については新聞紙上やテレビ放送でも大きく取り上げられているよう

に、日本で年間約１万５０００人が発症し、約３５００人が亡くなると推測

される重大な病気でありますが、一方で健診と予防ワクチンの接種でほぼ１

００％予防のできる唯一のガンと言われています。世界８０カ国以上で承認

をされ、若年層に予防接種の取り組みが始まっておるというのが現状であり

ます。  

 しかしながら、予防接種費用として１回が１万７５００円、３回接種が必

要というふうになりますと、５万円強の金額が必要とされます。ヒブワクチ

ンや小児用肺炎球菌ワクチンや高齢者肺炎球菌ワクチンの接種についても、

予防接種の効果が証明され、多くの命が救われている現状がありますが、先

ほども申し上げましたが、子宮頸癌ワクチンの接種に５万円強の費用がかか

り、ヒブワクチンにおいても４回接種で約３万円がかかり、小児用肺炎球菌

ワクチンにおいては、４回接種で約４万円がかかります。また高齢者用肺炎

球菌ワクチンの接種では約８０００円が必要と言われております。予防接種

ワクチンの効果は証明されていても、個人で予防接種を受けることは大きな

負担であることは明らかであります。  

 町長は今申し上げました子宮頸癌ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球

菌ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチンに対する予防接種を公費で助成をす

る考えがあるのか、お伺いをいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 最近の注目されている病気に対する町の助成に対する

考え方のご質問でございますけれども、肺炎球菌につきましては先ほど申し

上げましたとおり、今回の補正を計上させていただいておる次第でございま
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す。また子宮頸癌につきましてのことがら、これも今回の質問で３名の方が

ご質問をいただいておる、こういうことでございますけれども、特に最近の

マスコミで大きく報道がなされたという状況でございます。女性特有のガン

ということで、女性の中での死亡率は第２位やということでございます。こ

の子宮頸癌の内容というのは、どういう状況なのかということでございます

けれども、特に女性頸癌は近年２０代や３０代の若年層で増加の傾向にある

というふうな情報をつかんでおる次第でございます。今、議員が申されまし

たように、ワクチンの接種が３回必要、そして約４万５０００円程度かかる

ということを伺っておる次第でございます。  

 それからヒブワクチン、肺炎球菌についての説明、あるいは小児用肺炎球

菌ワクチンについての内容もいただいておりますけれども、特に子宮頸癌に

ついての専門家の判断では、過剰な心配をするものではないというふうなこ

とをお聞かせいただいておるわけでございまして、この子宮頸癌の予防はま

ずは基本は健診だと、こういうことでございまして、検診によってそして早

く見つけることによって１００％近く救命できるということを伺っておる次

第でございます。  

 そんな中で玉城町といたしまして、既に周知をしておる次第でございます

けれども、平成２０年・・癌健診というふうなことで、それぞれ各世帯にも

配布をさせていただいております。集団健診の中では胃がんを始めとする子

宮頸癌検診、あるいは肺癌検診、それはいつ実施をして、そして対象者が何

才以上で、実施の場所がどこで実施をするかと、検診内容がどうかと、こう

いうふうな具体的な周知をさせていただいております。その中に子宮癌の検

診子宮頸部の細胞を取って調べる。こういうふうなことでのものも含まれて

おるわけでございまして、既に６月２日から実施をしております。年に３回、

後９月５日、１２月１日ということでございます。  

 それから、負担の割合も自己負担額が８００円、あるいはさらに個別の検

診にいたしますと、６月から１２月の間に、伊勢市内の医療機関にかかって

いただく、そういうふうな内容の周知、そして個別健診の自己負担につきま

しては、自己負担額が１４００円、こういうふうな形での周知をさせていた

だいておりまして、ぜひ受診をしていただきたい、こんなふうに思っておる

次第でございます。  

 それから、ヒブワクチンにつきましても触れられておられました。さらに

現在厚労省の中で予防接種の研究班が、疫学調査あるいはワクチンの副作用

等について、研究が進められておるというふうな状況も伺っておる次第でご

ざいます。そんな中で町としてはそうした形でのまずは健診、そして罹患率

が高く、あるいはまた防止ができるというふうなことにつきまして、その内

容につきましては助成をしていくというふうな考え方をこれからも取らせて
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いただきたいというふうに思っておる次第でございますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今、町長が例えば子宮頸癌だけをとらえれば、検診

をすればわかるやないかということを言われておりますが、私は以前にもお

伺いしたことがありますが、玉城町の健診率という問題についてお伺いをし

たところ、現状、健康検診においても３０数％、がん検診においてはもっと

低い状況が多分あると思います。そういう中において、健診ですべて対応で

きるという考えは一つ納得がいかないところがありますし、私は女性じゃな

いのでよくわかりませんが、子宮頸ガンの例えば検査をする女子校生とか、

二十歳未満の子にこういうのを積極的に受けようということが、果たして有

効なことかということも尐しは考えます。ただこれについては、予防接種を

受けることで、ほぼ１００％に近い発症が抑えられるということであれば、

そういうことも考慮する必要があるんではないかというふうに思いますが、

今、上げた任意接種と言われる予防接種の中に、肺炎球菌もヒブも入ってお

るわけですが、やはりその病気に対して認識というもののとらえ方を、町長

はどの段階まで知っておられるのかなというふうに思っております。国の指

導がない、県の指導がない中で、進められておる全国の自治体は多くあると

思いますが、独自で進められておる自治体、そういうところはご存じでしょ

うか。お伺いをいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 独自での情報は持っておりません。知っておりません。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 担当部署としても持っておらんのでしょうか、お伺

いをいたします。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 栃木県とか、いろいろなところで、東京のあ

る区とか、いろいろなところでやっているという情報は聞いてますし、また

この６月補正からも上げている情報は聞いてますが、幾つの自治体というの

は今手元に持っておりません。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） こういうことについては、情報を収集しながら進め

るということも重要であると思いますが、先ほど町長が健診率を進める中に、

具体的に広報とか、テレビとかいろいろなことで進めるであろうが、実際に

こういう格好で進めていくという具体的なことが多分なかったと思うんです

が、健診率を上げていくためには、そのワクチンの重要性を住民に訴えなか

ら、それに対する公費助成を当町はやっておるよということを、もっと明確
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にしていかないと、なかなか前には進まないというふうには考えております

が、どのように考えておられるのか。例えばヒブワクチンとか、小児用肺炎

球菌ワクチンの接種に一番有効なことは、例えば学童で集団接種をすること

がもっとも有効ではないかというふうに言われておりますが、そのことにつ

いてはいかがでしょうか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 中瀬議員のご認識のとおり、平成２０年度から始まり

ました健康診断あたりも、健診の受診率も非常に低いというふうなこともあ

りまして、現実といたしまして、なかなか呼びかけどおりお答えをしていた

だくのが、非常に厳しいというふうなことであります。いかにして住民の皆

さん方が積極的にご参加をいただくと、この方法を工夫していかなければい

かんというふうに思っています。自治区のほうへ出向かせていただいて、保

健師とともにそうした内容もさらに徹底をしていきたいと思っていますし、

特に教育の分野における、これから母親としてやはり子どもを育てていかな

ければいかん、そういうふうな子どもたちに対しても、女性に対してもいろ

いろな機会でこの恐ろしい病気についての予防についての認識、こういうふ

うなものは努力をしてほしいというふうに考えておる次第でございます。  

 教育委員会サイドでまた十分なご検討いただけるものだというふうに思っ

ておる次第です。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 今の状況ではなかなか町長自体の判断も、私はこの

ことを進めるとか、健康を重視する。安全に暮らせる玉城をつくる。尐子高

齢化を何とか乗り切る。子どものために将来の展望を描いていく。そういう

ことをずっと言われる中においても、全国でこういう助成をしてでも、こう

いうことは重要やと言われるところが、たくさん出てきておりますが、当町

においては、まだまだこういう問題には取り組みをしないという考え方で進

んでおるのでしょうか。町長  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） やはり国民の命を守るというふうなことは、これは政

治の一番の大きな責任ではないかというふうに思っていますから、それぞれ

の自治体で競争して、競争心を煽るというふうなことではないような形で、

是非してもらわないかんなと、私は基本的な考え方を持っています。  

 しかし、その中でいかにその自治体が責任を持って、そうしたことで徹底

をしていくかというふうなことの努力が要るんだなというふうに思っておる

次第でございます。先日も県議会の中で、この子宮頸癌についての質問、答

弁のやり取りがあったと伺っておりますけれども、やはり今国においてこの

効果的な対策を検討しておると、こういう状況であります。私どももいろい
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ろな機会でぜひこのことを早い機会に、国としての責任ある対応が取れるよ

うに要請をしてまいりたいというふうに思っておる次第でございます。  

 末端の自治体で混乱が起こらないような形の国の政治を進めてほしいとい

うふうに思っておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） いろいろな中で公費が必要になってくるというふう

に言われておりますが、今言いましたワクチン、試算、どれぐらい公費がか

かるかということをされたことはございますか。担当のほうでわかっておれ

ばお答えを願いたいんですが、大体何人、年齢層の人数が要る。それに合わ

せて接種をしていくと、どれだけの金額がかかる。わかっておればお聞きを

します。  

    （「町がやっておる認定ということですか」と呼ぶ者あり）  

    （「新しい新薬のワクチン」と呼ぶ者あり）  

○１０番（中瀬信之君） 例えば子宮頸癌を６年生の生徒に打てば、約幾らか

かるとか、そういう試算はないですかということです。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 例えば今どの方に打つかということがポイン

トですけれども、例えば中学生の方を今回初めてやると想定した場合、約５

００名の方が男女ともにみえるわけですから、約半分２５０人として、４万

５０００円程度として、  

   （「できてなかったら結構です」と呼ぶ者あり）  

それぐらいかかるということはわかっておりますけれども。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 基本的に事を進める上においては、いろいろな予算

を立てながら進めていくということが、必要だろうかと思いますが、今全国

でもこういう問題の取り組みをしていくやということが、あちこちで言われ

ておる中においても、当町においてはなかなか目算と言うんですか、そうい

うことも立てておらんというのが現状だというふうに思います。実際には子

宮頸癌ワクチンを１学年の女子に接種をするとなれば、４００数十万円の金

がかかるし、ヒブワクチンを対象者に打っていくとなれば、約５００万円程

度の金がかかる。それから肺炎球菌ワクチン、これ小児用を打つと約７００

万円程度かかるというようなことで、年間最低でも１５００万円程度はかか

ってくるかというふうに思いますが、そういう金額と町長が進められる安心

のまちづくりに特にこれから結婚して、子どもをつくる、尐子化対策の中で

重要な政策ではないかということで、お尋ねをしたわけですが、国の方針が

決まらん。昨日、県会でもこういう問題が取り上げられていました。三重県

としてもまだまだこういう問題も取り上げて、どうするんやというような段
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階で、玉城町が我先に進めていくということは、非常に難しいことではある

と思いますが、町長は大きな方針の中で健康対策とか、そういうことをやっ

ていくということを常々言われておるんで、こういう問題を改めて聞いてお

るわけであります。  

健康幸せ委員の方も使ってとか、いろいろなことを言われておると思いま

すが、そういう中においてもこういう子どもに対する助成の問題であったり、

今回、行われます肺炎球菌これは高齢者対応の肺炎球菌ということでよろし

いんでしょうか。これについては１回の接種に２０００円の補助をするとい

うことを今言われておりましたが、そういうことでよろしいでしょうか。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） そのとおりで高齢者のほうで、小児用はまだ

予定はしておりません。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） これ最後になるかわかりませんが、公費助成の考え

方の中に、全国の実施されておる自治体の状況を見ますと、小児用とかに使

うヒブワクチンとか、子宮頸癌については１００％公費を出している自治体

が多く見受けられます。高齢者用の肺炎球菌については、部分的な公費助成

ということもありますが、当町でこれ想定になりますが、このような接種を

行うとなれば、公費負担は多く取っていくのがいいのか。部分的な対応でい

いのかという判断としてお持ちでしたら、町長お答え願いたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） これはさっきも申し上げましたように、定期接種と任

意接種の考え方、あるいはその罹患率の状況、あるいはその予防接種による

ところの効果というふうなことを総合的に判断をしながら、そして今任意接

種として、町が一部助成をしておるそれぞれの病気に対するものと総合的に

判断をしながら、検討をしていかなければならんというふうに思っておりま

す。  

当然国において定期接種、いわゆる義務づけのようなことにランクが入れ

ば、それは当然のことながら対応をしなければならんということになります

し、任意のことであれば当然のことながら、町１００％ということではなく

って、個人の負担も求めていかなければいかんというふうに思っておる次第

です。  

○議長（小林一則君） 中瀬信之君。  

○１０番（中瀬信之君） 予防接種につきましては、町長の安心して暮らせる

まちづくり、そういう中の大きな柱になってくることかもわかりませんので、

国の情報とか、県の情報とか、そういうことも非常に大事であるとは思いま

すが、全国には単独で進めておられる地方自治体が数多くあります。特に玉
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城町も町長の中にはそういう健康面について取り組みを優先して進められる

ということがありますので、そのことを十分認識をして、この予防接種対策

というものに取り組んでいただきたいと思います。  

以上で終わります。  

○議長（小林一則君） 以上で、１０番 中瀬信之君の質問は終わりました。  

 ここで１０分程度休憩といたします。  

           （午前 ９時５２分 休憩）  

           （午前１０時０１分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。休憩前に引き続きまして、一般質問

を続けます。  

次に、１２番 奥川直人君の質問を許します。  

○１２番（奥川直人君） それでは今議長のお許しを得ましたので、通告書に

基づき質問させていただきます。  

１番目は環境対策の一環である太陽光発電システムの設置補助について。

２番目が玉城中学校の実態について。３番目が弘法温泉のうるおいの路の販

売状況についてお聞きしたいと思います。  

それでは、まず環境対策の一環であります住宅への太陽光発電の設置に対

する町の補助についてお聞きしたいと思います。今まさに国際社会で環境問

題を社会、経済に折り込むことが、２１世紀の経済成長を実現し、そして世

界を視野に入れた新たな日本経済発展の基盤となると言われております。玉

城町は環境対策の一環として、平成２０年まで太陽光発電設置補助を行って

まいりましたが、昨年度は国からの補助が出るということで、町単独補助を

なくしてしまったわけであります。昨年の当初予算で、予算決算常任委員会

でも申し上げましたが、地球規模での環境対策が重要視されております今日、

玉城町として大きな視野での行政運営も必要であり、ぜひ太陽光発電補助を

継続していただきたいとお願いした経過がございます。  

そして本年度、平成２２年度の当初予算におきましても計上されておらず、

予算委員会でも申しましたが、玉城町の今後の企業誘致のきっかけにもなる

ということも考えられますし、まして地元の企業であるパナソニック電工や

京セラさんなども生産販売をしており、そしてまた地元の電気屋さん、設置

施工業者さんもあることから、町の商工業の発展の一つのテーマであると、

再度お願いをしてまいりました。さらに昨年９月の国策でありましたが、地

球温暖化対策のスクールニューディール構想、これは国の補助、総額の９７．

５％を利活用しまして、玉城中学校始め玉城町としましても、各小学校に２

億４０００万円をかけた太陽光発電導入設置に向ける案に対して、議会も承

認をさせていただいてまいりました。  

国も自治体や学校に補助をしている中において、玉城町も国民である町民
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に対し環境意識の高揚と、太陽光発電の設置補助は当然必要だとお願いをし

てまいりました。そこで平成２２年度の予算にて、住宅への太陽光発電設置

は必要ではないかという質問をさせていただこうと思っておったんですが、

今回の６月補正案をいただきまして、見ましたところ総額９０万円の補助を

いただきました。１５基分ということで町単独補助を入れていただきました。

誠に感謝をいたしたいところでございます。  

そこで環境対策に対する玉城町の考え方と、玉城町の世帯に今現在、今回

の世帯に対する太陽光設置レベルを、近隣と比較してどうなのかということ

をお聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） １２番 奥川直人君の質問に対し答弁を許します。  

町長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 奥川議員から太陽光発電システムの設置についてのこ

と、あるいは近隣に比較しての状況というふうなことのお尋ねがございまし

たので、担当のほうから近隣と比較しての状況はお答えを申し上げさせてい

ただきます。今の質問の中にもございましたように、今回の補正予算で家庭

に対する発電の設置補助を計上させていただいておる次第でございますので、

よろしくお願いを申し上げます。さらに質問でもありましたように、今の段

階では三重県下の小中高の中で最大規模の太陽光パネルを、この８月末に全

小中学校完成をするということで、議会の皆さん方のご理解をいただいてお

りますことを厚くお礼を申し上げますとともに、さらに今後も保育所におき

ましても、この計画を進めたいという考え方を持たせていただいております

のと、さらにＣＯ2 の削減あるいは環境対策というのは、幅広い分野での対

策が要るわけでございますが、一つひとつこのことを進めさせていただきた

いと思っています。  

例えば防犯灯に対するＬＥＤを布設することによるところの消費を抑えて

いくというふうなことの対策等、個々にグリーンカーテンの設置なり、エコ

カーの購入なり、キッツＩＳＯの取り組みなり、そういうふうなこともこれ

からも項次進めてまいりたいというふうに思っておる次第でございます。  

後は担当から補足をいたさせます。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 近隣で補助ですが、三重県内で１３の市町で、

今２９市町中１３の市町で補助を行っておるという状況です。近隣におきま

しては具体的に市町村の名前を上げるということでよろしいですか。隣の伊

勢市、それから多気町、明和町、度会町で実施、近隣ということで松阪市、

そういう辺りで近隣行っております。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） その補助レベルというのを比較した場合にどうなの
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かというのをお聞きしたいんです。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） それでは具体的に金額を申し上げます。伊勢

市６万円、松阪市４万円、明和町５万円、度会町６万円、多気町７万円でシ

ャープ製の場合は１０万円ということになっております。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 尐し私もちょっと調べさせていただいたんですけれ

ども、ＣＯ2 削減ということで、これにとらまえて太陽光発電を設置すると

同時にエコ給湯というのがあります。これは本当にオール電化をしていくと

いうことで、それに対する補助も出しておられます。度会町は６万円プラス

２万円、それで多気町は７万円プラス２万円という形で、一般的には太陽光

を付けた場合にオール電化ということになりますと、そのエコ給湯というこ

とを頭に入れて補助を出しているという実態ですが、そういうことはお考え

ないですか。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） そのＣＯ2 の冷却のヒートポンプの給湯器な

んですが、エコ給湯、今は２９市町中３つの町でやられています。川越町、

多気町、度会町ということで、今回のこの私とこの考え方については、そこ

までエコ給湯までは入れてませんでした。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） わかりました。近隣の明和町、多気町、度会町は、

玉城町の場合は昨年は補助が出なかったんですが、継続して実施をしていた

だいておるそうです。玉城町の昨年設置したお宅は、たまたま運が悪く補助

がいただけなかったということになるわけでありますが、やむをえないとい

うふうにお考えかということと。  

 今回予算以上の申し込みがあった場合、今１５基ということでありますが、

それ以上の例えば設置された方があって、申請があった場合にどう対応され

るか、それをお聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 既に設置された方につきましては、これはもう当然の

ことながら対象にならないという考え方で進めてまいります。今後の申請が

多くなってきた場合には、それはまた議会に提案をさせていただいて増額を

要望したい、こんなふうに思っています。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） ぜひお願いしたいと思います。因みに明和町の予算

は２５０万円あるそうです。この予算ですね、太陽光については。今現在５

０件の枠を持っておるんですけれども、今２３件ということで、昨年の実績
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が４４件、当然ここも明和町も補正については検討していくと。度会町もし

かりです。総額が４８万円でしたけれども、補助をしていくと。多気町につ

いては先ほど７万円と１０万円、シャープが１０万円と言われましたけれど

も、ここは考え方が違うんです。１キロワットで７万円と。ですから一般的

に３キロ、４キロということになりますと、１世帯で２１万円、シャープの

場合でしたら３０万円の補助を出すと、多気町の場合は１４１２万円の太陽

光発電の補助については予算を持っておると。地元の企業もあるんで、そう

いうことも配慮されているのかなというふうなことで、ぜひ玉城町の場合も

１５基設置分以上あれば、補正で検討いただくということでお願いしたいと

思います。  

今申しましたが、中学校、小学校の太陽光パネルを設置し、環境対策事業

を行う町、さらに京セラやパナソニックなど、環境関連の企業を有する町、

当然法人税、固定資産税の税収が多い町であります。今後、一層住民への環

境意識を高める取り組みと、企業誘致がさらに進み、企業との共存共栄の町、

県内でリーダーシップを発揮できる町となることを期待申し上げ、この質問

を終わりたいと思います。  

続きまして、玉城中学校の現状についてお聞きしたいと思います。これは

今年の玉城中学校の卒業式と入学式に出席させていただき、生徒指導面で問

題があるのではないかと、こう感じております。５月の中旪ごろに町長、そ

して教育長にも状況をお聞きをしておりますが、以降、現在の状況をお聞き

をしたいと思います。まず町長に現在どのような状況であるかをお伺いをし

た後に、教育長に補足をお願いしたいと、このように思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） このことにつきましては、大変皆さん方にご心配をお

かけいたしておりまして、また特にＯＢの教員の方、あるいは県教委、ある

いは町民の皆さん方に大変なご協力をいただいておる状況でございます。そ

んな中で後ほど状況等を教育長のほうから答弁をいただきますけれども、特

に学校教育の中では、十分に学習ができる、落ちついて子どもたちが学習に

専念できる、こういうふうな環境を整えていくというふうなことが、非常に

大切であるというふうに認識をしておりまして、先ほどの太陽光あるいは冷

暖房、その他の環境整備に行政としても、あるいは玉城町としても力を入れ

てまいりましたし、これからも力を入れていくということでございます。学

校におきましては、特に校長以下、生徒の指導にさらなる力を入れてほしい

と、こういうふうに思っておる状況でございます。以上でございます。  

○議長（小林一則君） 教育長 山口典郎君。  

○教育長（山口典郎君） 先ほどの奥川議員のご質問ですけども、中学校の様

子ですけれども、まず県下の様子からお話させていただきます。三重県下の
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問題行動につきましては、平成１８年度に底をついた状況です。それで最近

また平成１９年度以降、上昇傾向になりつつあります。  

それで特に対教師暴力や生徒間暴力が増加の傾向にあるというのが、現在

の三重県下の状況であります。玉城中学校でも数年来落ち着いてはおったん

ですけれども、昨年度の３学期、特に今年の１月頃から、教師からの指導が

通らない生徒が出てきておりまして、中学校の教職員はその都度、指導を徹

底してまいりましたけれども、数人が集団化し、勝手な行動が見受けられる

ようになりました。服装、それから頭髪などの校則違反、授業中の勝手な出

入り、それから喫煙行為等の違法行為、教師への暴言、暴力などがございま

す。その都度、問題行動に関しましては毅然とした態度で臨んでいただいて

おりまして、特に法に触れる事柄につきましては、警察などへの報告もさせ

ていただいております。  

また先ほど町長からの話にもありましたけれども、中学校の教職員だけで

はなしに、外からの応援もいただいております。県教育委員会からベテラン

の生徒指導特別指導員や、それから教員のＯＢ、それから度会郡指導室の指

導主事の応援も配置していただき、それらの生徒への対応をしていただいて

おるところでございます。先生方の一応の努力がありまして、一定の混乱は

一時期よりも尐なくなってきております。ただ今後またいろいろな揺れ動き

があるかもわかりませんけれども、一応教職員の体制の中で新たないわゆる

体制を整えながら、教職員だけやなしに、側のバックアップもいただきなが

ら動いている現在であります。  

文字通り町長からも申しましたように、学校というのは学習環境の正常化

を第一に考えていかなくてはならないというふうにも考えております。今後

特に学校におきましては、問題行動をとる生徒も含めまして、規律の遵守は

もちろんのこと、特に進路を中心とした指導を含めながら、生き方の問題と

して、生き方指導を重点的にやっていただくように考えております。また先

生方の授業がやはり大事になってきますので、生徒が授業に自然と引き込ま

れていくような教員の教科指導も強化していくように考えております。  

それから家庭との連携も図っていきながら、規則正しい生活習慣とか、家

族のふれあい等も図っていただきながら、学校と家庭、さらには地域の方々

も学校に関わっていただく機会も今後つくっていただきながら、三位一体の

教育を進めていく所存でありますので、今後ともご協力のほうをよろしくお

願いしたいと思います。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 数人が集団化ということなんで、できればどれぐら

いの規模なんかというのを、お聞きをしたいと思いますし、今対策について

は考えをお聞きしました。後ですね、失礼ですが、町長、教育長は何回ほど
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現場を中学校へ見に行っておられるのか、こういうこと実績も含めてお聞き

をしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 私は３回ほど学校のほうに訪問をしておりますし、そ

れからまた子どもたちが朝あるいは下校時の特に教育長は毎日のように、大

手橋の前で挨拶なり、声をかけてくれておるというふうなところで、私も

時々はそういった現場におるということもありますし、役場の前の駐輪場の

ところでの子どもたちが時々集まっておるというふうな状況もありますので、

そういった機会に子どもたちと尐し話し合うと。あるいはまた服装等につい

て注意をすると、こういうふうな機会をとらさせていただいたりもしておる

次第でございます。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 数名というのは、特に３年生では６名ほどになって

おります。身勝手な行動をとるもの。それから２年生につきましては３名ほ

どという形での数になります。それから学校には４月当初からいろいろな対

応で、５、６回は行かせていただいております。それから学校長、教頭とは

毎日のように連絡も取りながら、行けない場合はそういうふうな連絡も取り

ながら、毎日の対応をさせていただいております。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 私も７、８回お邪魔をして授業中も見させていただ

いておりますけれども、そう大きなギャップはないんですけれども、尐し私

の感覚で物を言いたいと、このように思います。私は今玉城町の最も重要な

課題は玉城中学校の問題だと、このように今認識をしております。  

入学式以降ですね、私はああいう卒業式のイメージなかったんですけれど

も、非常にすごい状況だということで、５月以降ですけれども、中学校へ８

回ほど訪問させていただいて、毎回授業の状況も見させていただいておりま

す。誇張はせずに見たままでお話しますが、先ほど申しましたように、誤り

があれば訂正いただきたいと思うんですが、一部の生徒ではないということ

で先ほど言われました。でも今、教育長から聞いたのはトータルで９名ぐら

いですか。１年生の中にも中学生の３年生、２年生のすべての中に、もう第

２グループとか第３グループだというふうな印象を受ける態度が見られます。

授業中寝ている生徒も数名、各クラスにおりますし、体調が悪いと言って授

業も受けない生徒もおります。廊下で先生と生徒が言い争う声、これはしょ

っちゅうといいますか、大概あります。授業中、授業を受けない生徒が先ほ

ど言われましたように、廊下をふらつくんで、そしてまして下級生のクラス

へ行くという実態であったんで、その生徒を抑えるために、各階で先生が通

路に終日授業中、監視指導をされています。当然授業中はザワザワ、異常な
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状況で学校運営をされておるという状況ですし、先日中学校の玄関の奥に保

健室があります。先生が開からんということで、私も行ってノックをしたら、

鍵を開けてくれました。３名いたんです。入った途端に「お前、誰や。」と

こういう感じなんです。こういう状況なんです。  

多分先生も対応ができない状況かなと、ああ俺かと、俺は玉城中学校の応

援団やと、このように言ったんですけれども、率直なところ学校の先生はそ

ういう状況ですから、次の授業の段取りも非常に難しい状況でされておりま

すから、当然顔色や笑顔はまずないです。全員でこの問題に対して一丸とな

って取り組まれておりますし、休み時間も先ほど言いましたように、手分け

されて夜遅くまで対応防止、拡大の防止や対応をされておるという状況です。

ですから授業には大きな支障が出ているというふうに私は認識しています。

一口に言ってやっぱり荒れておるなという認識です。  

そして、現実に町民の皆さんもそう思われている方も多いと思います。あ

る家の方から家にたむろして煙草を吸うとると、窓から畑に吸殻を捨てるの

で、迷惑しておると。こういう声も聞いてますし、ある地域の人からでは、

非常に危険やぞ、単車に乗ってたむろしてと。もうパトカーを呼ばれた地域

も現状あるそうです。警察の重点パトロール地区になっておるというのも私

はある区長さんから聞いております。中学生はこれからの将来に向け進学を

ひかえた、彼らにとってわずか３年間ですが、貴重な時間だと思ってます。

そして人生の年輪をその３年間で三つ刻むというふうになりますから、今の

ような認識でなく、あらゆる手段を講じながら早期解決が必要と思いますが、

実際はこういう状況じゃないのかということを再度お聞きします。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 集団化する生徒に関しましては、先ほど言いました

ように６名から３名という形での数の把握です。それから、先日も学校訪問

も行かせていただいたんですけれども、昨日おとつい県のほうの県教育委員

会からも来ていただきながら、見させていただいたんですけれども、授業に

つきまして落ちついた授業をしております。ただ先ほど指摘のあったように、

寝ている生徒もおります。ただほかに私どもが行った場合は、ほかの生徒に

迷惑をかける状況は見当たりませんでした。ただそういうふうな点では問題

生徒だけやなしに、ほかの子どもたち生徒がいわゆる十分安心して学習でき

る状況をつくっていただくようにということで、学校当局とも連絡を取り合

いながら、先ほど言わせていただいたように生徒が自然と授業のほうに引き

込まれていくような授業づくりを構築するような話の手だてもさせていただ

いております。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 県教委の皆さんは何時ころ見に行かれましたか。  
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○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 県教委は９時から１０時の間です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 私もいろいろな時間帯で行っておるんです。多分９

時から１０時というのは、その生徒がまだ学校へ来てない時間です。大体来

るのが１０時ごろから出てくる生徒も多い。ちょっと外れた子ですけれども、

そういう状況なんで静かだったということも。私は厭味じゃないですけども。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 押し問答になりますけれども、その当時は今指摘し

た生徒は、現在教室にはおりました。  

          （「そうですか」と呼ぶ者あり）  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 私事になるんですけれども、私は平成１７年から平

成１９年の３年間、当時すごく荒れていた宮川高校で、学校改革の推進をし

てまいりました。それはなぜかと言いますと、私の三男が４月に入学して５

月になって、お父さんあの学校はあかんわと、こういうふうに言うてきまし

た。そういうふうな声を聞きましたので、ＪＲの通学状況、学校の状況を見

てみますと、喫煙はもちろん、地域でのマナー、授業もまともにできないと。

学校をよくしなければ新たな気持ちで入学したうちの息子とか、そして１年

生は高校なんてこんなもんやというふうに錯覚してしまって、社会人の一歩

手前の生徒が、社会に通用しなくなっては困ると思いまして、校長、ＰＴＡ

そして全先生との懇談や保護者参画の機会、住民協力、そしてアンケートを

繰り返し取り組んでまいりました。こういう問題は私は学校だけ、先ほど先

生に任せておる部分が多い、あと県の指導員の方６名、それと青尐協の皆さ

んのご協力をいただきながら進めておりますけれども、非常に難しいと、こ

のように思います。学校だけでは限界があるというふうに私は認識をしてお

ります。  

学校に対する回りの支援、そして支えが必要であると思ってます。学校は

元より地域社会、そしてみずからの子はみずからの子の教育環境は、保護者

自身が地域で守ってやることが今重要と感じております。もう一つの課題は

今回は高校生じゃないんです。ここで難しいんです。私もいろいろ行ってい

ますと中学生だから難しいと、このように思います。それはまだ考えや精神

が子どもに近いんです。ですから社会や社会人、大人、こういう認識が非常

に薄い。ですから言き聞かせが通じないという部分があるので、なおさら難

しいのかなと、このように思っております。  

そして先ほど申しましたように、新入生、中学ですね。１年生が中学生に

２年生も、３年生も同じなんですが、中学校ってこんなもんなんだと、流れ
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に流される生徒が増えることが、私は一番心配をしております。そのうち、

その子が大人になって、子どもができて、中学校ってそんなもんやと、こう

いう認識は困るというふうに思ってます。次の世代まで影響を及ぼすという

ことを考えており心配をしております。中学生の先生、トップラスアローで

今活動されておりますが、住民の方もという具体的にどういう考えでおられ

るか、お聞きをします。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） ４月から当初先生方で対応していただいておったん

ですけれども、５月になりまして、先ほど申し述べましたように、県教委の

生徒指導特別指導員とか、教員のＯＢ、それから５月の半ばごろから度会郡

の指導主事のほうの応援隊で入っていただいております。それから今後また

６月になりまして、保護者の方々に中学校は一応学校開放月という形で、い

わゆる６月月間として学校開放をして、保護者の方々に来ていただきながら、

また様子も見て指導もしていただきたいということで、学校長のほうの判断

で、そういうふうな今月はそういうふうな対応をしていただいております。  

後にまた今後手薄であれば、非常勤講師等も学校の中へ配置していただき

ながら対応していくことは、随時考えていきたいというふうに思っておりま

す。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） そういうことを私も校長先生から助けていただいて

いると、タイムスケジュールを組みながら６名の指導員の方に来ていただい

ておると。ですが、学校には学校の指導と言いますか、案によって今進めて

おられるということで、手薄であればということも今教育長が申されました

が、私は現実はもう手薄だと。このように思っています。  

そして学校の先生に対する教育委員会なり行政のバックアップというもの

がないと、もう先生が倒れていかへんかなというふうな気も、私は現実にし

ています。手薄であればじゃなくって、もう即やるべきだと。このように私

は思ってますが、教育長いかがですか。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 実は非常勤講師が現在、非常に逼迫しておりまして、

現在学校に入っていただく講師がなかなか見当たらない状況です。それで、

実は採用試験が今度８月にありまして、８月に採用試験を目指して来ておる

学生及びもう一般社会人になった方々もみえるんですけれども、そういうふ

うな方々を、２学期から学校長と相談して入ってもらうかなというふうな対

応を、学校長とともに考えております。学校長もそれについては、ご協力い

ただきたいということで、両者のほうで合意しておりますので、そういうふ

うな点での今後の展開をしていきたいというふうに思っております。以上で
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す。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 私は今日こういう場で一般質問させてもらっており

ますが、まずいろいろな地域で心配かけている皆さんに発信が十分できてな

いと。こういう状況なんだというのが一つの課題だと思ってますし、そんな

に講師でなくっても、見回りをするだけでもいいんじゃないかということで、

ちょっと今から解決する考え方を私は述べたいと思います。まず大事なのは、

私たち大人が本気で取り組む熱意と執念が必要だと思ってます。これは子ど

もたちがそれを見向く力を持っている。受け止める力もあると思います。子

どもたちの社会感をまず変えることが必要であると、私は思ってます。  

それは中学校は先生のものでもないんです。生徒である君たちのものでも

ない、中学校は私たち住民の母校であって、町民の力で運営されている学校

であること。そして先生の後ろには多くの住民がついている町立中学校なん

だと、こういう認識をまず持たすことが、こういった社会通年と言いますか

この当たり前な認識を子どもたちに、なにげなくそっと教えるというふうな

ことが大事かなと、そのためには行政や各小学校も含め、保護者そして私た

ち住民の粘り強い小さな行動の積み重ねが必要であると、このように思って

ます。  

当然、地域や集落単位での協力も必要でありますし、平成２０年度の青尐

年を育てる会のスローガンはご存じだと思いますが、地域の子どもは地域で

育てると。この再認識をもう一度したいと思います。今日ここに一般質問を

行って住民の皆さんにも協力をお願いしたいというふうに私は今日こういう

ことで一般質問のテーマに上げさせてもらった経過もあります。今必要なの

かは住民参加で玉城中学校を守る、玉城中学校応援団、こういったものが必

要だというふうに思っておりますが、町長いかがでしょうか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） すべての分野におきまして、行政の呼びかけだけでは、

あるいはそれぞれ学校だけの呼びかけでは、なかなか徹底しないというとこ

ろがございますから、おっしゃるように住民の皆さん方の住民参加、積極的

に子どもたちのため関わっていただきたい、こんなふうに思っておる次第で

ございます。町としても力を入れてまいりたいと思ってます。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 先ほど申されましたように、行政の呼びかけだけで

はということですが、まず呼びかけると。まずこれが大事だと。それはやっ

ぱりしっかりは現場、現物、現時点の状況を把握して、それに対する対応、

教育長のおっしゃっておるのは、それは当たり前なんです。でもそこに皆さ

ん方の知恵を出した、この問題を収めるというふうな知恵を出していただき



 25 

たいと、このように思います。  

教育長にもう一度お聞きしますが、今回の問題は中学校が悪いわけではな

いと私は思います。中学校教育を含めた玉城町の義務教育の９年間の教育に

あると考えますが、一昨年まで玉城中学校の校長をされておった教育長にお

聞きします。  

○議長（小林一則君） 山口教育長。  

○教育長（山口典郎君） 確かに中学校だけが悪いという形ではありません。

それから小学校の教育に問題もあるかもわかりません。ただ小学校ではそれ

ぞれに対応を今までしておったということもあります。それからもう一つ大

事なのは、やっぱり家庭の教育力というところも、大きな問題ではないかな

というふうに思っております。それらがやっぱり三位一体となって、地域も

含めながら三位一体となって、やっていってやっぱり子どもたちをよくして

いくというふうなことは考えていかなければいけない。  

私どもの考えておるのは中学校だけの問題ではなしに、それぞれの三位一

体の歩みをやっていかなければいけないということで、今後も住民の方々の

ご協力も得ながらやっていきたいというふうに思っております。以上です。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 多分余り小学校でこんな問題だというのは、なかな

か聞こえてこない。でも現状は問題がたくさん僕はあると思うんです、個々

の小学校で。だから今回の中学校でもそうです。今すらっと聞けば、そう問

題なくって、先生だけで収まっていくだろうというふうな答弁、私はそう受

け取れたんです。でもこういう問題はどんどん出して協力いただく、このよ

うにしていただきたいと思います。あとこれは平成１９年の青尐年を育てる

会玉城町のホームページ、平成１９年に出てます。先ほど教育長が言われた

ことです。個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことなく、こうですよ。

個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことなく、社会全体の問題として

地域による一丸となった取り組みが重要な課題となっております。当町こう

した地域ぐるみの活動に取り組む地域として、文科省より指定を受けること

となり、その一環として青尐年を育てる会の実施団体として調査研究を実施

してきましたと。これ平成１９年なんです。こんなこと書いてあるんですよ、

ホームページに。見ていただいたらわかると思うんですが、そういったこと

が現実、結果これではこれは本当に絵に書いた餅で、安全安心を誤魔化して

書いているだけのことで、本当の力で、本当の現場、現物で進めていただい

たと、このように思っております。私は今を収めることが最も重要です。当

然その先では再発防止の教育方針が必要になると思っております。町長がお

っしゃられていました行政は進んでいるんです。プラン・デゥ・チェック・

アクションの考えは進んでいるんです。  
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教育長も三重県学校経営品質を実践していくと力強く、昨年の３月にこの

議会で教育指針を述べられました。この問題は、今この問題解決に私も含め

町民の皆様も多分協力は惜しまれない、このように思います。そして今回お

互いに認識を改めて、力を合わせ早期解決に取り組んでいきたいと思います。

ともに頑張っていきたいと、このように思います。  

最後にともに支え合う安全安心な町を基本理念とされております町長、決

意だけ述べていただきたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） この町、この国を支える大切な子どもたちが、やはり

健全に育っていくための環境というのは、町の最優先課題だと、こういうふ

うに認識をしております。私のほうからもいろいろな機会に、特に子どもた

ちを大切にしていく、社会の一員として大切な存在なんだと、こういうふう

なことの呼びかけもしながら、さらにきめ細かな施策を講じていきたい、こ

んなふうに思っておる次第です。どうぞよろしくお願いします。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 行政そして教育委員会、先生含め、住民と三位一体

で協力して頑張っていきたいと、このように思います。  

それでは、最後の質問に入ります。弘法温泉のうるおいの路というのが発

売をされました。この販売状況についてお聞きしたいと思います。これは昨

年６月の予算決算常任委員会の補正予算で提案された、一般財源だと思いま

すけれども、３７０万円をかけた弘法温泉化粧水、大いに予算委員会でも問

題視されました。行政でこのような事業をやってよいのか。企画本数５０４

０本、売れきれるのか。自治体がやるのは問題ではないのかなどと、多くの

議員さんから意見が出されました。大いに問題のテーマにありますが、今回

は皆さんの熱意を信じ承認されたテーマであります。  

要は皆さん方が役場職員が、自信と責任を持って売り切ると約束をされた

ものであります。そして１番の皆さんの狙いは、年々減尐しております温泉

利用者、弘法温泉ですね。その宣伝効果による入場者を上げていきたい。そ

して玉城町をＰＲしたいということであり、我々議員としても、そして住民

の皆さんとしても期待をするところであります。  

販売・企画も役場で十分検討し、美し国、県の指導、職員みずからが夢を

活かしながら堅実に推進しますと、このとき町長は申されております。そこ

で販売、企画は本数は先ほど申しましたが、５０４０本という計画ですが、

どう売り切るのか、まずお聞きします。それとそれは今年度の計画、今の現

状の実績、そして以降の販売計画をお示しいただきたい。このように思いま

す。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  
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○町長（辻村修一君） 販売計画でございますが、現在、通常の販売としまし

て、産業振興課の窓口、そしてふれあいの館を始めアグリで行っておると、

こういうことでございます。インターネットでの販売も今後進めていくとい

うことでございます。それから、いろいろな百貨店の催し物等での販売ある

いは東急ハンズ、西武百貨店、阪神百貨店、阪急百貨店、またはフジテレビ

ある東京お台場のめざましテレビショプでの販売計画、こういうふうなもの

の計画を進めておるところでございます。さらに各種のイベント、物産展な

どでもＰＲし販売を行っておるという状況でございます。４月からの実績が

５月末で２１９本の販売ということになってございます。そういう状況でご

ざいます。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 今年の販売計画と以降の販売計画をお聞きしたいと

思います。  

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。  

○産業振興課長（田間宏紀君） 今年の販売計画と今後の考え方でございます

が、まずその前に温泉化粧水でございますが、これにつきましてちょっと触

れさせていただきたいかと思います。平成２１年度の地域活性化経済対策臨

時交付金におきまして、地域特産品開発事業といたしまして、玉城弘法温泉

の効果を最大限に活用いたしました無添加の温泉化粧水、ちょっと私持って

おりますけれども、この商品でございます。  

     （「テレビで映してもらわないかん」と呼ぶ者あり）  

こちらのほうになっております。この化粧水のほう４月から１本８０グラ

ムというふうなことなんですけれども、１０５０円で販売を開始をさせてい

ただきました。こちらのほうにつくらせていただきました目的等につきまし

ては、議員仰せのとおりこの弘法温泉を活用した中での玉城のＰＲも含めて、

誘客を図っていきたいというふうなことで、この玉城の弘法温泉であります

泉質、まずもってはお肌を和らげ滑らかにする炭酸水素イオン、そしてまた

お肌をスベスベにするアルカリ性の硬質、そして潤いを保つ塩化物泉という

ふうなことで、３拍子そろった美人の湯というふうなものが泉質としてうた

われております。これは皆さんご承知のとおりだと思います。  

ですので、この源泉を蒸留水におきまして、希釈をいたしまして、無添加

の化粧水に仕上げ泉質のよさをアピールし、そしてアスピアたまきふれあい

の館への誘客、そして玉城町の情報発信というふうなことで、またこの温泉

化粧水につきましては、ネーミング、デザインでございますけれども、これ

らのことから弘法温泉の特質でありますしっとり感、そして潤いということ

と、玉城町の田丸が熊野古道の出立の地、また伊勢熊野街道の交通の要衝と

して栄えた町ということから、路というふうなことをとらえ、豊かな自然等
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を合わせた美、そして潤いへとつながるというふうなことをイメージいたし

まして、ネーミングとしてうるおいの路、そしてデザイン化としてこのよう

な路をイメージしたデザインをさせていただいたところでございます。  

４月以降に実施してきましたイベント等でのＰＲの様子でございますが、

これにつきましては、第１回を４月４日のさくら祭でオープン記念イベント

をさせていただきました。そして４月１７日にはＪＲが主催いたしましてさ

わやかウォーキング、これにつきましてはＪＲのほうが名古屋から臨時列車

を出し、田丸の中を歩いていただくと。これはＪＲのほうが企画しておりま

す摂社、末社めぐりというふうな第１段の企画でございました。この企画に

つきましての販売、そしてまたアグリでのゴールデンウィークのちびっこ祭

り等、そして先日６月６日には高柳での夜店での玉城デイ、また各事業協賛

というふうな形でゲートボール大会、そして元気です玉城まつりのほうでの

景品提供ということを行わさせてもらっております。  

 今後におきましても、各種イベント、物産展等に参加し、積極的にＰＲを

行い販売していきたいというふうに考えておりますし、また今年度補正予算

のほうでお願いをいたしております、県の観光対策事業県補助金、観光地グ

レードアップ支援事業というものを活用をいたしまして、この特産品の一つ

にもなりますうるおいの路をＰＲのアイテム、発信源といたしまして活用し、

誘客そしてちいき活性化に繋げていきたいと思っておりますし、またこれも

今回、補正予算でお願いいたしておりますふるさと再生特別基金事業という

ものがございまして、緊急雇用の関係でございます。こちら玉城町の地域資

源を活かした産業観光振興事業、これ委託でございますけれども、商工会の

委託でございます。こちらの委託事業につきましても、こういう職員を１名

増員をいただき、体制整備というふうなことも考え、また企画から機能的に

対応できるような考え方をもっておるところでございます。  

 そしてまた考え方の中といたしまして、町内におきます商店、理容・美容

室とか薬局、そしてまた肌に非常にいいということから、スイミングプール

というんですか、そういう施設におきましても、販売の計画ができるんじゃ

ないかなというふうなことから、それらにつきましても逐次検討を進めてさ

せていただいておるところでもございますし、またこういうふうな化粧水に

つきましては、非常に口コミ等が大事であるということから、各職員、また

議員の皆さん方のご協力を得ながら、販売の輪を広げていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） かなりＰＲの時間をとらさせていただきました。そ

ういうことで本来、今回この予算案のときに私は聞きましたが、今年は１８

００本しか売らないという予算になっていたと思います。５０４０本をこの
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平成２２年に１８００本しか売らないというのはおかしいじゃないかなと、

勢いがないやないかと。来年になったら益々売れやんようになるというふう

に私は思うんですよ。今年どれだけ売り切るかというのが、一番の勝負だと、

去年できたものを買うかということは、非常に私はそういうなれはないと思

うんで、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 精一杯ＰＲ、販売に努力をしてまいります。既に反響

もございまして、ぜひ届けてくれというふうないいお話もいただいておりま

すので、職員始め議員の皆さん方にもご協力をいただきながら販売、さらに

増えるように努力をしてまいります。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 今２１９本ですか、２．５カ月で。今年の１８００

本も難しいのと違うかということを心配するわけですけれども、ぜひいろい

ろな販売戦略についてお聞きをしましたので、売り切っていただきたい。あ

と私この宣伝ということで、販売促進の宣伝、広告宣伝、パブリッシィーな

んですけれども、どのようにされておるのかなというふうに気になるところ

です。伊勢新聞、中日新聞は出ましたよね。それ以外に私は玉城町のホーム

ページにも出てないと。そして広報にもＰＲされてないと、広報にも出てな

いんです。例えば表紙にこういった映してもらうといいんじゃないかと思う

んですが、広報に一言も出てないんです。どういうことでしょうか、お聞き

します。  

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。  

○産業振興課長（田間宏紀君） 媒体を活用いたしました発信、広告というふ

うなことでございます。これにつきましては既に報道関係につきましては、

仰せのとおり発信をしておりまして、記事の掲載をいただいておるところで

ございます。また広報につきましては、広報たまきのこちらにつきましては、

７月号に掲載をすると、今月末配布の広報紙のほうに掲載をするように準備

を進めております。  

またほかの媒体といたしまして、情報タウン紙のほうの伊勢地域の情報タ

ウン紙のほうへの掲載、ＰＲというふうなものも図っていきたいと考えてお

りますし、またインターネットにつきましては、今ちょっと準備が遅れてお

りますけれども、掲載をしていきたいというふうに考えております。そして

またこれはインターネットの中にも載りますけれども、ふるさと納税の関係

で１万円以上の方に町の特産品を選んでいただきまして、送らせていただく

と、こういう制度の中でもこのうるおいの路を登録をするというふうな形で、

インターネット掲載のほうも準備を今現在進めておるところでございます。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  
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○１２番（奥川直人君） 新聞、町民の皆様方には新聞よりも早くできたら出

していただきたい。伝えていただきたい。このように思います。私もインタ

ーネットでうるおいの路、温泉きれいと言うのかな、あれに出ておりますが、

現在、在庫なしとこういう表示になっております。これは準備中ということ

で、そういうのに準備かかるんですか、あれ。私はあんなん直ぐにできると

思うんですよ。それでインターネットを開いて在庫なしとあるんです、町長

見たことありますか、町長。見られたことあります。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 見てません。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 失礼ですけれども、町長パソコン使えるんですか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） いろいろな情報をできるだけ、いろいろな機会をとら

えて活用したいと。こんなふうに思っておりますのでどうぞよろしく。  

○議長（小林一則君） 奥川直人君。  

○１２番（奥川直人君） 今の時代ですね、どこの状況と言いますか、ワクチ

ンの中瀬議員がおっしゃられた他市町の状況なんかの、いろいろな情報はイ

ンターネットで見えるんです。ぜひ町長もそういうことが使えるんか、使え

ないんかわかりませんけども、見る努力をしていただきたい。そうすると玉

城町の姿というのは、非常に今情報、媒体がインターネットできますので、

玉城町の姿というのが比較できると、このように思います。  

この３７０万円ですが、財政から見ればわずかなと言いますか、ですが、

貴重な町民の税金、これを生き金に使っていただきたい。役場職員全員プロ

ジェクトだと、私はこのように思っております。町長のマニュフェストであ

るめりはりある財政運営、そしてチャレンジ精神、そしてリーダーシップあ

ると、みずからおっしゃっており、２期目を迎えられました辻村町長のマニ

ュフェスト実現と弘法温泉完売を期待し、本日の質問とします。以上です。

ありがとうございました。  

○議長（小林一則君） 以上で、１２番 奥川直人君の質問が終わりました。

１０分間休憩といたします。  

          （午前１１時００分 休憩）  

          （午前１１時１１分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。休憩前に続きまして、一般質問を続

けます。  

次に、５番 鈴木加奈子さんの質問を許します。５番鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 通告に従いまして町政一般質問をさせていただき

ます。５頄目にわたってございまして、一つは中学校卒業まで医療費を無料
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にすることについて。次が就学援助費、これが新たに内容が拡大してまいり

ました。この内容拡大についての質問をさせていただきます。３番目がワク

チン接種、子どもたちのワクチン接種、いろいろあるんですけれども、子宮

頸癌ワクチンの接種助成について、集中してお伺いしたいと思います。４番

目、総合計画の策定について。５番目に国民健康保険料について、また医療

費の自己負担分の減免について、これはいずれも保険料については、申請減

免、医療についても申請減免についてお伺いしたいと思います。  

ではまず最初に、中学校卒業まで医療費を無料にということでお伺いをい

たします。病院の窓口で無料というのは、もう東海４県の中でやっていない

のが三重県だけという状態になっております。ですから、強力に玉城町から

県に対して窓口で無料になるように、早く実施をしてくださいという、この

ことの要請をしてほしいと思います。  

国会におきまして上乗せ施策に対しては、ペナルテイを課すという自治体

があったんですけども、この問題についてはペナルテイを課さないというこ

とをはっきり答弁し、そのことは通知で出されておりますので、安心して窓

口負担なしという。これを実施するために意見を上げていっていただきたい

と思います。  

それから、この中学校までの医療費無料を申し上げたところでありますが、

これは玉城町は今９才の年度末ということの実施になっております。これは

県内でも尐数派になってしまいました。例えば隣接しております明和町も今

年の９月１日から入院、外来とも１５才の年度末まで無料というのを実施い

たします。それから度会町は１２才年度末まで、これも今年の９月１日から

実施をするということにしておられます。それから大台町ではやはり１５才

の年度末までということです。大台町は多気郡でございますし、明和町も多

気郡ではございますが、度会郡で見てまいりますと、先ほど度会町１２才年

度末までということで申し上げまして、これは玉城町よりも随分と小学校３

年生か６年生かということでございますので、３年の開きがございます。そ

れから大紀町、度会郡内ですが、ここは早くから１５才年度末まで入院、外

来とも無料です。南伊勢町も１２才年度末まで、今年の９月１日から実施と

いうことで、入院外来とも年齢を広げております。  

そうしますと、度会郡内で一番低いレベルということになってしまいまし

た。町長、常に回りに引けを取るようなことではいかんというふうに言って

おられるわけですが、県内をずっと見ましても、９才年度末というのは大変

低いところで尐数派になっております。県が言っておりますような義務教育

就学前、あるいは玉城町の言っております９才年度末までというのを見ます

と、２９市町の中で９市町になりまして、あとの２０市町が玉城町を超えて

実施をしておるというような状態になります。県内を見ましても、郡内を見
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ましても、そういった状況になってまいりますので、早速お取り組みをいた

だきたいと思いますが、ご検討に入っていただけますかどうか、お伺いした

いと思います。そしてできることなら、この９月実施を目指してほしいなと、

そういうふうに思うんでございますけれども、お考えをお伺いしたいと思い

ます。  

○議長（小林一則君） ５番 鈴木加奈子さんの質問に対し答弁を許します。

辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 鈴木議員からまずは医療費無料化についてのご質問を

いただいておりますので、お答えをさせていただきます。この質問につきま

しては、３月議会でもいただいてお答えを申し上げたとおりでございます。

議員の皆さん方にご理解を賜って、就学前までに拡大し、さらに昨年は３年

生までに拡大をしたと。こういうふうなことで玉城町としての医療費の無料

化についての対策を講じさせていただいてきたわけでございます。  

中学校３年生までの無料化というふうなことでございますが、今の段階で

直ちに難しいというふうに思っております。特に県下の状況も述べられまし

たけれども、玉城町は特に所得制限を撤廃して、この対策を講じておるとい

う状況でございますので、その点もご理解をいただきたいと思っております。

いろいろな形で子どもたちの数は尐なくなってきておる。あるいはまた国と

して尐子化対策を最重点に取り組んでいくというふうなことでなければなら

んというふうに思っておる次第でございますので、県内それぞれの市町の競

争というふうな形になっておるところもあります。特に県あるいは国に対し

ても、この措置の拡大について、働きかけをしていただく。あるいは国とし

てもっと力を入れるべきではないかと、こんなふうに認識を持っておる次第

でございます。以上です。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 私はいろいろな方たちと力を合わせまして、国に

対しましても、これを国の制度として子どもの医療費、合わせて７５才以上

のお年寄りの医療費も無料にするための署名運動に取り組んでおりますし、

政府交渉にも行っております。町長、先ほど私は窓口無料の実施について、

東海４県の中で三重県だけが残っておりまして、窓口で一次払いをせんなら

んというような、こういう事態になっております。県に対してこのことを要

請してほしいということも申し上げたんですけれども、ぜひ踏み切っていた

だきたいと思います。それからやはり先ほどの前段の議員さんたちの質問に

対してでもそうですけれども、あらかじめ通告はしてございますので、どん

な状態にどんなデータが出ているのかということぐらいは、掌握しておいて

いただきたい。それでないと非常に恥ずかしい答弁が並んでしまうんではな

いかな。せめて検討してみましょうというぐらいのこと考えてみてもいいん
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じゃないですか。どれぐらい費用がかかると見ておられるんでしょうか。幼

児期には確かにお金がかかります。私も３人の子どもを育てましたので、小

さい間は本当に病気が多かった。小学校に入っても半年ぐらいの間というの

は、これは病気か多かったです。けれどもそれ以後は、普通ですと病気はほ

とんどないという状態になります。今昨今のような厳しい職場の状況がござ

います中で、子どもが厳しい家計の中で育つということもありますので、各

市町が頑張ってこんな取り組みをなさっているんだと私は思っております。

一度試算もしていただいた経過もあったと思いますので、担当課長からお知

らせをいただけるとありがたいと思います。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） ます中学校３年生まで医療費無料化につきま

しての財源措置でございますけれども、以前、小学校３年まで引き上げると

きに試算をいたしました結果、現在今、月大体１００万円ぐらいの医療費の

増を見込んで、年間１０００万円から１２００万円ぐらいを、昨年度ですか

らまず実績が出ていませんが、１年間の。約１２００万円ぐらいの今実質増

を見込んでいます。当初見込んだ金額よりも多いというように考えてます。  

また中学校３年までにつきましては、今年の町の政策として、中学３年ま

での医療費の無料化は行わないという政策でしたので、試算はしておりませ

ん。また今回質問のあったもう一点の窓口の無料化の件につきましては、や

はり県内の自治体から幾つかの自治体からも、やはり福祉医療の入力の手間

ということを念頭に、そういう話があります。実際、県が一昨年前ですか、

一部負担金の導入ということで、県内が揺れたことがありました。その後、

知事の発案で各担当課長が福祉医療費の医療制度の改革検討会をつくるとい

うことで、昨年度から開かれ、今年も７月の頭に第１回検討会を開きますが、

この中の県から示していただいた資料の中で、現物給付を行った場合、すな

わち窓口無料化を行った場合、医療費が１．３４倍増えるというような資料

をいただいてます。  

となりますと、玉城町の福祉医療費が年間、平成２２年度で９２００万円

弱ございますから、うちの町負担の町単の単独、年齢制限の拡大も含めて約

５５５０万円ぐらいございます。これが１．３４倍伸びるとしますと、町の

負担が約１７００万円ぐらい増加するという試算になります。また各社会保

険の場合は付加給付というのがございまして、１月幾ら医療費を使った場合

についてはバックされるということがあります。これは今私どもシステムの

中で、各保険者全部の付加給付の支給状況を全部入力しまして、その健康保

険等で差引をして全額払っておりません。精査しております。この部分がど

うも２．６％ぐらいあるというふうな資料をいただいておりますので、この

部分を含めると１５０万円ぐらい、合わせて１８００万円から１９００万円
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ぐらい町の持ち出しが、年間で増えるんじゃないかというふうな試算は、玉

城町ではやっております。以上でございます。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 県は常に窓口無料にしたら受診が増えると、医療

費が増える。それからペナルテイがかかるからというふうに言って、ほとん

どの都道府県の窓口負担をなくしている状況でありますし、この東海４県の

中でも三重県だけが残ってしまって、窓口で一次負担をせんならんという状

態になっております。けれども、よその県の状況を聞きますと、そんな無闇

やたらと子どもを病院へ遊びに行くかのように連れていくなんていくことは

起こりません。子どもは病気がうつったら困ると思ってますから、余分に病

院へ連れていくというような、そんな親はないと思います。他県の様子を伺

いましても、そんな増えるというふうなことはないと。だから口実に使って

いるなというふうに思うわけでございます。  

ですから、ぜひとも窓口負担を足並みそろえていただけるように、三重県

に住んでいる人たちだけが、こんな不便を強いられるということの無いよう

にしてほしいし、それから度会郡内で玉城町が一番遅れているというような、

子ども医療費の助成事業の状況、これも脱却をするために、子育てを支えて

もらうようにするために、取り組んでいただきたいと思いますし、早速算定

もしていただきご検討に入ってほしいと思うんですけれども、算定もする気

持ちもございませんか、町長お伺いします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 今、担当課長も申し上げましたように、現在、県のそ

れぞれ担当部署も含めての県下市町での担当者会議等でいろいろな検討がな

されておるという状況も聞いております。さらにこの対策の拡充のためにど

ういう形が望ましいのか・・ございます。今のところはそういった状況を待

って判断をしたいと思っています。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） ぜひ今おっしゃられましたように、尐しでも状況

を改善してもらうために、取り組んでいただきたいと思います。町長も常に

回りより遅れをとるようなことは、玉城町はしたくないというふうに言って

おられるんですけれども、財政力の状況から見ましても遅れをとるようなこ

とがあってはならないと、私もそう思っております。  

次に就学援助の内容につきまして、お伺いします。町長さんと教育長さん

に答弁者として書かせていただいているのは、町長さんが予算を付けていた

だけませんと、教育委員会は予算を持ってませんので、実施したくてもでき

ないという状況がございますので、書かせていただいております。あらかじ

め資料としてお渡しありますので、確認してもらっていると思うんですけれ
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ども、今年の４月からということで、１月２９日に開かれました文科省の会

議で、新たにクラブ活動費、ＰＴＡ会費、学級会費について、就学援助費の

対象になると、要保護の子というのは生活保護の子なんですけれども、就学

援助というのは準要保護なことを指しているはずでございますが、こちらの

場合は一般財源化されてしまいましたので、目に見えないところに置かれて

しまいました。そのために町長の答弁をいただきたいと思いまして、書かせ

ていただいております。文科省で新規に拡大されましたこの経費につきまし

て、対応をしていただくように準備してもらってますか。どんな状態になっ

ておりますか、お伺いしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 就学援助費の対応につきましては、ずっと以前からも

そうでありますけれども、大変町全体の厳しい財政状況の中でありますけれ

ども、特にできるだけ幅広く困っているご家庭に対して給付をしているとい

う考え方でおるわけであります。その方針で対処をしておるわけでございま

して、今の文科省等の動き、詳しい内容につきましては、教育長から答弁を

いたさせます。  

○議長（小林一則君） 教育長 山口典郎君。  

○教育長（山口典郎君） 就学援助の件ですけれども、最近の財政不況により

まして、給付も玉城町としては昨年度よりたくさんの希望が出てきておりま

して、給付も昨年度より多くなっております。それで本年度、今回のいわゆ

る補正予算の増で上げさせていただいておるところであります。ご承知のよ

うに就学援助制度というのは、平成１７年度から改変されまして、特に議員

が指摘されましたように、いわゆる一般財源化されましたので、準要保護に

つきましては国庫補助金がなくなっております。その点で地方の裁量に委ね

られておるという点があります。その点から実は市町村のほうでバラツキが

見られます。例えば準要保護の設定基準ですけれども、全国では保護基準の

１．１から１．３が非常に最も多くなっております。それで玉城町は実は１．

５になっております。どういうことかと言いますと、仮に生活保護基準が年

間所得の１００万円以下としますと、その１００万円以下のご家庭に給付す

るとしますと、全国の年間所得が先ほど言いました１．１から１．３という

のは、１１０万円から１３０万円以下の所得であると準要保護の認定がされ

るということになります。  

それから玉城町では１．５ですので、１５０万円以下が準要保護の認定と

なるということになります。ということは、全国よりも多い所得で認定をし

ておるのが現在の玉城町であります。そういった点で、全国と玉城町ではバ

ラツキがあるということです。言わばより幅広い方々への給付をしておるの

が玉城町ということになります。それも自治体の裁量であって、玉城町は頄
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目を絞っておりますけれども、幅広い方々の給付を目指して給付をさせてい

ただいておるところであります。  

それからクラブ費、ＰＴＡ会費の件ですけれども、クラブ費につきまして

は、部活動等では中学校はいわゆる強制参加でありません。任意の加入にな

っております。それからＰＴＡですけれども、ＰＴＡというのは保護者とい

わゆるＰとＴ、ティーチャーというんで、ペアレント・アンド・ティーチャ

ーで、いわゆるＰＴＡは保護者と教職員が学校教育のよりよい方向を探るた

めに結成された任意の団体であります。任意の団体ということで、私どもは

それは否定するつもりは全くありませんけれども、本来いわゆる困ってみえ

るご家庭があれば、ＰＴＡというその組織の中でみずからの団体ですので、

任意の団体ですから、そういうふうなそれでは減免措置をしましょうと、内

部のほうでしていただくのが筋かなというふうにも思っております。私ども

そういうふうなことも４月当初聞かせていただきながら検討をさせていただ

きましたけれども、そういった点でクラブ等も任意ですし、そういったＰＴ

Ａも任意の団体ですので、そうしたところの整理をつけさせていただきまし

て、玉城町としては１．３にはせずに、１．５のままで幅広いいわゆる給付

を、幅広いご家庭への給付を、支援をさせていただくというふうな決断をさ

せていただいて、今回に臨ませていただいておるということであります。以

上です。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 今とうとうとご説明をされたんですけれども、文

部科学省といたしましては、新たにクラブ活動費、ＰＴＡ会費、学級会費と

いうものを性格を知らずに文科省がしたものではないと、私はこのように思

っております。性格を知りながらされているのだと思います。それではクラ

ブ活動についてでございますけれども、これにつきましては新学習指導要領

で部活動も教育活動の一環として位置づけられたという、そういうことから

このクラブ活動費というのが上げられているわけでございますので、余りた

くさんここでおしゃべりになりますと、ちょっと格好悪いかなと思いますの

で、もうそれ以上は私、追求をいたしませんので、ご検討いただきまして前

進させていただきますようにお願いしたいと思います。町長におきましても、

やはりこういった内容につきましても、掌握をした上でご答弁をいただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  

それから、私の手元にあるのは印刷もよくないもんですから、本当はもっ

ときれいなのをいただきたいなと思っているんですけど、平成２１年３月１

１日付で文科省から出ております文部科学省初等中等教育局児童生徒課長か

ら出ております。それからもう一つは文部科学省スポーツ青尐年局学校健康

教育課長連名で出ておりますけれども、その中にページは打ってありません
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けれども、これをお調べいただきますとわかるんですけれども、３番の２で

すけれども、そこに医療費という頄目もございます。それで、やはり玉城町

はそんなもの出さんへんのやというような、そういう馬鹿なことを言うんじ

ゃなくって、きちっと玉城に住んだから特定疾患の子どもの医療費の援助が

受けられないというようなことのないように、平等に対応がしていただける

ように生活保護費の１．５倍ということで設定していただいたという、その

ことは結構なことだと思いますけれども、だからと言って引き換えにこちら

を削るという、そういうことのないようにしていただきたいと思います。ご

注意を申し上げまして、その次に移らせていただきます。  

次に、子宮頸ガン予防ワクチンの接種の公費助成についてでございますけ

れども、この子宮頸ガンワクチンにつきましても、県としてはやってないん

ですよ。２１都道県ですね、府は入ってませんね、都道県の中の市町が実施

をいたしております。市町村です。村もありますね。この村の数が今私が入

手しておりますのでまいりますと、３７市町村になります。ほとんどが全額

公費負担という形で、３７の中で２１市町村が全額公費負担。そしてこれに

つきましては、やはり有効であるということで、産婦人科の学会の先生から

の提唱もございまして、１１才から１４才の女子に対してワクチンを接種す

る。そういうことによって子宮頸ガンの予防が、これはほとんど１００％防

ぐことができるということで、とても有効な予防接種となりましたので、ぜ

ひとも実施の方向でご検討をいただきたいと思います。今、国としても検討

は始めているようですけれども、せっかく尐子化対策ということで、子ども

さんが育つようにと願いましても、その子たちが成長して、そして子どもを

もうけたと思ったら、子どもを残して亡くなってしまうという、私の身近な

ところにもそういう方が二人もいらっしゃるんです。本当に赤ちゃんを残し

て亡くなられた。幼児を残して亡くなられたということで、とても悲惨な状

態が起こってしまいます。やはり生を受けたならば、寿命を全うしていただ

けるように、それでなければこの医療も支えていただくことにもなりません

し、もちろんその家庭にとっても、大変なことが起こってしまいます。それ

を考えていただきまして、ぜひとも取り組んでいただきたい、このように思

います。  

なかなかまだ理解をしていただけない方々も多いかと思いますけれども、

ぜひとも早急にお勉強もいただきまして、この子宮頸ガン予防ワクチンに取

り組んでいただきたいと思います。これはウイルスによって感染するんです。

けれども、男性にとっては何の病気も起こらないんですね。不思議なんです

けれども。そして通常、保有している方が多いということなんですね。です

からもう結婚してからこの予防接種をしても意味がない。それで関係をまだ

持っていない小学校の子どもたちから中学生に対して行うということで、産
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婦人科学会から言われておりますのも、１１才から１４才の女子に行うよう

にと既に世界では１００カ国以上でこのワクチンが使われていて、先進国の

約３０カ国で公費助成が行われているということですから、本当に日本の政

府も早く踏み切ってほしいと思っておりますが、それを待たずして自治体が

独自に先ほども申し上げましたけれども、自治体が独自の助成を開始してい

ます。日本産婦人科学会や日本小児科学会でも、やはり１１才から１４才の

女子に公費負担で接種をという呼びかけをしておられますのでご検討をいた

だきたいと思いますが、よろしくお願いします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） このことにつきましては、前段中瀬議員からもご質問

をいただきましてお答えを申し上げたとおりでございます。新しいそうした

形での予防が可能になるというふうなことでありまして、特に国においても

申し上げましたように、効果的な進め方が検討されておるという状況でござ

いますし、国と県の動きに注意して町といたしましても、早い段階での対応

を講じたいというふうに思っておる次第でございます。まずは国県からのこ

の対策が講じられてくるというふうに思っておる次第でございまして、それ

に基づいて町としての対策を考えていかなければならないのではないかとい

うふうに思っておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 一度実施しているところのデータを取り寄せると

かいたしまして、ぜひご検討に入ってもらいたいと思います。頭だけで考え

ていないで、やはりお勉強もしていただき、そういった内容についても検討

をいただいて、それでこうこうだからやっぱり玉城町独自でやるのは無理や

わと、こういう話でしたら町民の皆さんも理解ができるかと思うんですけれ

ども、前段の議員さんに対するようなご答弁では一体町長は何を考えとるの

やと、こんなふうに思ってしまうのではないかなと思いますので、よろしく

ご検討をいただきたいと思います。もう検討する気もありませんか、どうで

すか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） これは先ほども説明を申し上げておるんですけれども、

まずいろいろな玉城町の保健の取り組みの中で、健診を手掛けさせていただ

いておりますから、その中で具体的にいつのいっかにどこで、どういう健診

があるというふうなことの周知徹底、そして啓発、子宮頸ガンについての啓

発というふうなことの呼びかけが、まず今の段階では要るなというふうに思

っておる次第でございますので、このことにつきましては引き続き力を入れ

てまいりたいと思っております。  

この補助制度のことにつきましては、次のいろいろな国のあるいは県の動
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きを見ながら検討していくことではないかというふうに思っておる次第でご

ざいます。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 心電図をとるんとは違うんです。子宮ガンの検診

というのは、町長さんは経験したことないからおわかりにならないし、ここ

におる多くのほとんどの方々がその経験を持っていないからわかりません。

そんなにホイホイと行けるようなことではないんですよ。しかも子どもをま

だ授かっていないかも知れない。子どもを授かった時には、これは嬉しさも

ございますし、このお腹の子がちゃんと育って欲しいという、その願いがご

ざいますから、恥ずかしさも吹っ飛ばして産婦人科を訪問するんです。町長

さん、目をふさいでいないで聞いてください。ちゃんとこっち向いて聞いて

ください。これは私、女だからわかる。奥さんに聞いていただいても、そう

おっしゃると思います。ところが発症するのが、２０才代からなんですよ。

２０代から発症するということは、まだ子どもさん生まれてない、こんな人

たちも発症をしているということなんですよ。ですから町長さんは健康診断

というような言葉で言われましたけれども、そんなことでは置き換えること

ができないんです。そこのところを認識いただきまして、せっかくほとんど

１００％予防できる、そんなワクチンがせっかくできたんですから、玉城町

の人たちもこれを接種して、よそでやっておりますように集団接種をしてい

ただきまして、安心できるようにしてほしい。このように願うわけでござい

ます。国や県を待っているんじゃなくて、ご検討はしてみてください。こん

なに金がかかるようではあかんわと言われるんやったら、また相談もかけて

ください。金額もまだ出してみてないのに、冷たい言い方ではぐらかすよう

なそんなことはやめてもらいたいと思うんです。よろしくお願いいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 財政負担のことでございますけれども、これはその前

にまずは親として、あるいは女性のお子さんをお持ちの家庭であれば、それ

では母体ということの自己管理、健康管理、そういうふうなことの自覚とい

うふうなものを、これはやっぱり十分認識してもらう必要があるというふう

に思ってます。高額な金額になっておるというふうな情報がございますけれ

ども、そういうふうな中で国としてあるいは県として、町としてどういう助

成が必要なんかということになるわけでありまして、この子宮頸癌のことを

決して軽視しておるわけではございません。大変重要なことであるというふ

うなことは十分承知をしておるわけでありますから、これはそれぞれ一人ひ

とりがこのことに、大人になる前からあるいは大人になってからも、大変必

要なことであるというふうなことの認識を十分してもらうために、保健活動

にまずは力を入れていきたい、こういうことを申し上げておるわけでござい



 40 

ますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 親もその気持ちになりましても、財政的に困難な

方もおありやと思います。ぜひとも玉城町の施策として、子宮頸ガンでせっ

かく生まれ育った人たちが、２０才そこそこで命を落とすというような、そ

んなことにならないようにするための思い切った施策を希望いたしまして、

この問題につきましては終わらせていただきます。  

次に、総合計画でございますが、町の行く末を決める基本的な計画、また

実施計画でございます。続きまして実施計画というのが出てくるわけでござ

いますけれども、この策定につきましては、やはり業者に委託するていうん

ではなくて、自前で仕事はしてもらいたい。そういう取り組みをするという

ことで、すごいわかりよいと言いますか、町民とともにつくった計画という

ものを持っている自治会もおありになるわけですけれども、そこでは住民の

意識も変わってきますし、職員自身も行政能力がものすごい高まりましたと

いうお話も伺っております。ぜひとも自前でつくってほしい、このように思

うわけですけれども、お考えをお伺いします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） もう１０期近くの議員さんの活動をなされておられる

わけで、玉城町の総合計画の策定がどんな形で策定がなされてきたというふ

うなことは、十分ご承知をいただいておると思ってますけれども、当然のこ

とながら、何もかも業者に委託してやるような、そういうふうなことでこれ

からの将来のまちづくりを考えていく時代ではありませんので、特に第３、

第４。特に第２期の時代、第３、第４が今現在でありますけれども、あくま

でも手作りというふうな形の中で策定業務を進めておると、こういうことで

ございまして、その中でお願いをしておるのが、アンケート調査の集計分析、

資料の修理と、こういうふうなことに限ってお願いをしておるという状況で

ございますので、ぜひその点は認識を改めて欲しいと思っています。以上で

す。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） アンケートというものは、やはり自分で打ち込む

ことによって、その内容というのが掌握できていくんでございますし、また

ご意見欄なんかも読ませていただいていくということが大事なんだと思って

おりますので、手作りで頑張るんやったら、そこも含めて頑張っていただき

たいとこのように思うわけでございます。  

次に国民健康保険料の関係でございますが、それと医療費の申請減免につ

きましてお伺いしたいと思います。国民健康保険は最近通達が出まして、自

分から退職したくて辞めた人は別にしまして、倒産だとかクビになったりと
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かいう、そういう不本意ながら仕事を辞めざるをえなくなった方に対しては、

保険料を昨年３月３１日以降に退職なさった方について、平成２２年度に限

り国民健康保険料を７０％減額。ですから所得を見る場合に、その所得は７

０％、１００分の３０と見なすという、そういうことで算定をするというこ

とがあるわけですけれども、これは実際にそのようになさっているんでしょ

うか。手項としてはどうなさっているのか、お伺いしておきたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） ただいまのご質問の関係につきましては、昨日も条例

改正の中で提案を申し上げたということでございますので、ご承知をいただ

きたいと思っています。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 条例改正で出ておりましても、手項としてどんな

んですかということを伺っているんですから、町長じゃなくても担当者でも

結構です。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） この保険料減免に関する規定でございますけ

れども、今回の国保条例の改正の中で上程をしております。内容につきまし

ては、昨年の所得をもとに所得割の基準を計算する際に、給与取得の方はそ

れを１００分の３０に減額する。７割減額をするということで、条例のほう

を上程させてもらって、離職した日から翌年度末の国保料に限って、これを

適用させていただきたいと、このように考えております。また任意継続をさ

れて全納された方もみえるかもわかりません。その方につきましても全納が

なかったというふうにみなされて、還付の手続きがとれるという情報も得て

おりますので、その辺もいろいろ社会保険のほうとご協議願って、還付の手

続きをしていただければと、こういうふうに思っております。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） これは申請でないと、そちらのほうでやって、自

動的にやっていただくというものではないんではないかと思っておりますし、

それからよくあることがらなんですけれども、昨日でしたか、本当にクビに

したということになると、具合が悪いというんで、退職金もようけ出さない

かんということもあるんですけれども、もうひどいいじめ方をやって、そし

て自己都合によって退職をするというような文書を書かされて、退職させら

れた方のことがテレビでも報道されておりましたけれども、この方が労働審

判ですか、それをかけたというのもあるんですけれども、普通すべての方が

そうだからといって、労働審判にかけれるものではないと思うんですね。で

すから、これはケーブルテレビでも流れることだと思いますので、自分の都

合でお辞めになった方は、その措置が国保料の減額措置が受けられないと思
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いますけれども、いじめ抜かれて書かされたということが事実であったら、

そのことを申し出て減額措置が受けられるんですかどうですか、お伺いしま

す。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 今回の条例のほうでご提案させていただいて

おるとおり、特定受給資格者というふうな言葉を使っております。すなわち

倒産とか解雇また雇いどめで辞められた方となりますから、当然町のほうに

申請をされる際には離職票等をお持ちいただくことになります。離職票はコ

ードが振ってありまして、そのコードがその言われます倒産、解雇、雇いど

めというコードがありますので、このコードが示された場合につきまして、

この保険料の軽減措置を取るということになります。  

このことにつきましては、当然ハローワークのほうでも、この手続きはま

ずやっていただくわけですから、そちらのほうにも・・してこういう方々に

ついては国民健康保険料の減額措置があるというふうなことも、これからも

伝えていただきたいということで協議をしていきたいと、このように考えて

おります。以上です。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） いつクビ切られるかわからないというような不安

定労働の方が、今増やされてきております。そういった中で不幸なことが起

こらないようにするために、辞めさせられるのにもかかわらず、自己都合で

辞めるなんていうことで、辞めてくることのないように、お気をつけていた

だきたいと、こんなふうに思うわけでございますが、そのほかに国保法の第

４４条に関しましては、これは自己負担の一部医療費自己負担ですね、これ

の減免措置があるわけですけれども、これとそれから第７７条が国保の保険

料の減額、収入が尐なくなったりとか、大変所得が尐なくなり生活が困窮す

るというような、そうした場合に申請ができるわけですけれども、こういっ

たことにつきまして、４４条に関わりましては、もう今から１６年も以前か

ら玉城町では実施をしていただいております。  

ところが条例がまだ未だできていないのではないかと思いますけれども、

条例じゃなくても要頄で、条例では国保法に基づいて玉城町の国民健康保険

は実施するとなっておりますので、条例を変えなくても要頄で示していただ

ければ、生活保護同等というような、先ほど教育の関係のときに言われまし

たが、１．３乃至は１．５、生活保護の１．５倍程度というのが目安になろ

うかと思いますけれども、その人たちに無料にする。あるいは保護費の２倍

程度やったら、２割減額というような、そういう規定を要頄で大体実施して

いる市町はつくっているわけですけれども、随分以前から要頄をつくります

というお話は伺っているんですけど、もうできてますでしょうか、お伺いし
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たいと思います。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） この国保法４４条の一部負担金、窓口でお支

払いいただく一部負担金の減免につきましては、要頄はまだ策定はしており

ません。ただこの件につきましては、仮に要頄を策定したといたしましても、

保険料の減免の要頄とさほど変わらないものと認識しておりまして、やはり

一部負担金の額ですね、窓口で払っていただく額の多寡に応じていろいろと

やはり個別的に対応していきたいと考えてますので、お支払いが厳しいとい

う方につきましては、当然国保法４４条で法律で決まっておるわけですから、

前向きに対応していきたいと、このように考えています。また未収金、この

問題につきましては、やはり昨年の９月議会で、鈴木議員さんご質問もあり

ましたように、一部負担金の減免につきましては、やはり窓口負担ができな

いために病院へかかれないということもありながら、未収金が大変多いと。

平成２０年７月にまとめられた医療機関の未収金問題の検討会でも、１年間

で２１９億円の未納があると。ただ詳しく見てみますと、国保が４２．３％

でやはり一番未収金が多い。それから金額ベースでも３９．３％と５分の２

を占めておる。  

それから患者から見て、この理由のアンケート取りますと、生活困窮とや

はり悪質滞納の二つに大きく理由がわかれるわけですけれども、患者のほう

から生活困窮という理由で支払わなかったという方は、全体の１０．６％や

ったということになります。したがいまして、やはり悪質滞納の金額も７．

８％が悪質やというような、今度は病院の窓口側からの判断ですけれども、

７．８％が悪質滞納者ということで、昨年から厚生労働省はモデルをつかっ

て悪質滞納者の病院の未収金を、保険者、国民健康保険に払ってもらおう、

また徴収をしようというモデルをやりまして、平成２２年、今年の夏ごろに

どうも全保険者に対して、医療機関の未収金が国保で集めないかんというふ

うな通達が出そうです。  

したがいまして、こういうことも含めながら、この規定もきっちり出ると

思いますので、ここら辺で４４条も勘案しながら、どういう方々がやはり負

担金が払えないのかということを決めながら、要頄までつくるかどうかまた

判断しまして、  

      （「何月ごろに出るて言うたん」と呼ぶ者あり）  

夏ごろというふうに聞いてます。通知が来ると、全保険者対象になります

けれども。４月５日のニュースですけれども、そういうことも勘案しながら

一部負担金の減免については、要頄をきちっと定めて機械的にやるんじゃな

くって、やはり支払ってもらう方の個々の金額も５０００円から６０００円

というふうに聞いてますので、ですからあまり大きな金額でないと思います
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ので、そこら辺も金額の多寡に応じて保険料の減免、また一部負担金の減免

合わせてやっていきたいたと、このように考えております。  

○議長（小林一則君） 鈴木加奈子さん。  

○５番（鈴木加奈子さん） 夏ごろにモデル地域をつくって、半年かけて各県

に１カ所ですか、それが終わったところで、その回答が出てくる。この時期

が夏になるのかなと思いながら、今の説明を伺っていたんですけど、私は悪

質の滞納の方に、それから病院の支払いですね、それも悪質で納めない方に

対して大事な税金で負担をしてあげたらどうですか、そんなことを私は言っ

ているのではありません。そうではなくて、本当に困窮している方に対して、

支えてあげるというそういうことでの対応をしていただきたいと、このこと

でお願いをしているわけでございますので、お間違いのないようにご答弁は

お願いしたいと思っております。以上で終わります。ありがとうございまし

た。  

○議長（小林一則君） 以上で、５番 鈴木加奈子さんの質問は終わりました。  

昼食のため午後１時まで休憩といたします。  

          （午後１２時０６分 休憩）  

          （午後 １時００分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。休憩前に続きまして、一般質問を行

います。  

次に、北川雅紀君の質問を許します。４番 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 議長のお許しをいただきまして、通告に従い一般質問

をさせていただきます。初めてですのでよろしくお願いいたします。  

今日、質問させていただく頄目は３つありまして、まずは２期目を迎えら

れた町長、しかも一番町民の方が知りたいところですので、その２期目の取

り組みについて質問させていただきます。二つ目が商業の発展ということも

目的とした、友の会が発行するスマイルカードで納税ができる制度というも

のを提案させていただきます。三つ目が町の将来、すごく成長する産業とい

うようなことを考え、観光への取り組みについて質問させていただきます。

以上、３点です。  

では一つ目の町長の２期目の取り組みについてから質問させていただきま

す。昨日ですね、町長に定例会の挨拶として具体的に２期目に取り組むもの

として３点、お話があったと思います。一つがこれからも町民の皆様が健康

で元気に暮らしていただけるため、健康幸せ委員の皆さんに協力をお願い申

し上げ、徹底した形での健康づくりの取り組みを進めていきますという健康

づくりの取り組みですね。これは本当に子どもから大人まですべてに関わる

ことですので、ぜひ力を入れてやっていただきたいと思います。  

二つ目が下外城田地区に対象施設がないため、平成２３年には小学校の校
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舎の増築と合わせて放課後児童クラブの建設を進めますという話です。これ

はちょっと私は下外城田ですので、いろいろなことが下外城田は置いていか

れているというような話を、町民から聞いていますので、最後になったので

放課後児童クラブの建設が、今までで一番いいようなものを、下外城田につ

くっていただいて、一番最後の締めくくりとして良いものを頑張ってつくっ

ていただきたいと思います。  

そして三つ目が具体的におっしゃられたもので、昨年１１月から実証実験

を行っているオンデマウンドバスについて、電気バスについて新しい情報通

信技術を活用し、さらに利用しやすくなるよう力を入れていきますという、

この健康と下外城田小学校とオンデマウンドバスのことを、力を入れる政策、

具体的に述べていただいた政策として、話をされたということなんですけれ

ども、この中からオンデマウンドバスのところで一つ思うことがありまして、

昨日の質問の１頄目のテーマにさせていただきます。昨年１１月から始まっ

たオンデマウンドバス、これは町内に１００カ所以上の止まる場所があって、

予約して町内をただで好きなところに行ける、画期的なシステムでやってい

ただいて、本当に良かったと思います、利用者も伸びてうまくいっていると

思います。ただ町の交通というものを全体で考えると、福祉バス、町内を走

っている大きな２７人乗りのバス、定期バスなんですが、これも町が運営し

ていて、皆さんの交通の足としてただで乗れるということになっているんで

すけど、このオンデマウンドバスと合わせて福祉バスというものを一緒に考

えていかないと、町の交通というものがうまく機能しない。考えていくこと

が交通全体、町民の足がうまく機能するということを思っているんですけれ

ども、このオンデマウンドバスを頑張っていくということと合わせて、福祉

バスのほうをどうしていくかというようなことについて、まず町長にご意見

を伺いたいと思います。お願いします。  

○議長（小林一則君） ４番 北川雅紀君の質問に対し答弁を許します。  

町長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 北川議員からただいま特に具体的に福祉バスについて

のお尋ねでございました。北川議員には去る４月の補欠選挙において、玉城

町の議会議員として就任をされることになりまして、これからの活躍を期待

申し上げたいと思っております。オンデマウンドバスの前に、私が昨日、施

政方針として掲げさせていただきましたことがらの中で、具体的に健康づく

りのことのさらに強化なり、あるいは下外城田地域への放課後児童クラブ、

児童館の建設というふうなことのお話もございました。最終でありますから

ぜひいいものを建築をしたいと思っております。期待をしてほしいと思って

おります。  

それから、福祉バスのことでございますけれども、特にこの福祉バスにつ



 46 

きましては、以前から議会でもあるいはいろいろな住民の皆さん方からも、

いろいろなご意見も賜っておりまして、何とかこの福祉バスの利活用につい

て検討していく必要があるのではないかなということでありましたが、特に

これは既に１３年が経過をしておりまして、その間、利用が尐ないとか、あ

るいはまた利用者が尐ないとか、利用がしにくいとか、こういうふうなこと

がありまして、特に私か４年前に就任した時点で、まちづくり戦略会議を立

ち上げていただいて、その中で福祉バスの利活用についての提言をいただい

て検討をしていただいたという経過がございます。  

そんな中で福祉バスとそしてオンデマウンドバス、これの両方でやはり足

の確保をしていくというふうなことが、町として人口が減尐しない、じょじ

ょに増加の町でありましても、やはり高齢化が進んでいく。将来、足の確保

というのがどうしても必要であります。路線バスが玉城だけではなくって、

全国各地で廃止をされておるという状況でありますが、そんな中で具体的に

申し上げますと、やはり福祉バスは福祉バスとして、特に今の活用や学校関

係、あるいは団体関係での研修に使っていただいておるという内容が非常に

多うございます。子どもたちのクラブ活動、そんな中で活用を非常に利用し

やすくて、県外の対外試合あたりにでも活用していただいておるという実態

でございます。オンデマウンドバスとの併用という考え方で、これからもい

くのがいいかなというふうに思っておる次第でございまして、オンデマウン

ドバスは８人乗りということでございまして、今までの福祉バスが２９人乗

りでございましたから、狭い地域にはなかなかきめ細かく回りにくいという

ことがございました。したがって８人乗りの車を、これの配車をさせていた

だいて、特に下外城田地域には８月からオンデマウンドバスに切り替えたい

という考え方を持たせていただいておる次第でございます。  

できるだけ今までのいろいろなご意見、あるいは利用を高めなければなら

んというふうなこと、そういうふうなことを工夫をしながら、これから利用

を高めるためのいろいろな検討をしていきたいと思っています。今までも最

近でございますけれども、大学のほうと、そしてオンデマウンドの登録をい

ただいておる方の利用のことについてのご要望を聞く機会を設けさせていた

だいて逐次対応していくと。しかし今、実証実験中ということでございます

ので、それをさらに実験が終わって、いかに長続きして本当の意味で利用が

高まるような、あるいは町民の皆さん方の利便性につながるような形にして

いかなければならんと、こんなふうに思っておりますので、その考え方を申

し上げて、まずはお答えとさせていただきます。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 応援の言葉ありがとうございます。頑張ります。それ

で先ほどの答弁していただいた内容を聞くと、福祉バスとオンデマウンドバ
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ス、二つとも併用してさらにいい方向にもっていくというお考えだと思うん

ですけれども、実際に二つ、福祉バスですと年間１５００万円ぐらいのお金

がかかっていて、利用者の状況も見ると２９人乗りのバスに対して、１回平

均の利用者、一本ですね、行路に対する１本の利用者が４．７人と、平均。

もうオンデマウンドバス８人乗りだけで、事足りるような状況があり、さら

には平均１日利用者が９０人という、町で見ていましても利用者が尐ないと

いう状況にあります。バスを小型化していって既存の行路やダイヤというも

のを維持しながら、ちょっと変化させていくというようなことをやっていく

という認識でよろしいんですか。バスを小型化するんですか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） バスを小型化してできるだけ効率よく回れる、そして

経費も節減していくということの、この努力をしていきたいと思います。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 方針としては何か具体的に、いつまでにこうやるとか、

実証実験というのが、平成２３年３月末ということですが、それが終わって

から始めるのか、僕としましては今から考えていって、そのバスの利用、大

きいバスをどうするのか。例えば保育所の送り迎えのバスに使ってもいいと

思いますし、商工会の方か町内の物を歩くというような、車で商品を配達し

て、公民館などで売るというような計画かありますので、そういうのに使っ

ていただいてもいいと思いますし、具体的にそういうような案というのはあ

るんですか、廃車するのかどうかとか、そういうことをお願いします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 当然のことながら実験が終わってから検討ということ

ではなくて、実験を終わるまでに検討をして、そして引き継ぎをするという

か、つないでいくということにしなければいかんわけであります。今もいろ

いろな団体でやはりせっかく町として備えておる設備、バスでありますから

有効活用、いろいろな団体でいろいろな先進地に視察に行っていただくとい

うふうなことが、まずは活用してもらうことに精一杯周知をしておりますし、

実際にも活用してもろとると、こういうことですね。  

それともう一つはＩＣＴの取り組みの中で、これはオンデマウンドバスと

連携しながら、やはり外出の支援サービス、元気再生のつながりになるよう

なこういう仕組みも、これから既に昨日の６月の補正予算の中にも計上させ

ていただいておりますけれども、そういう取り組みにつなげていくと、高齢

者の皆さん方の元気再生、そしてもう一つはこれ第１期の実証実験、去年の

実証実験の中では、６５才以上の方のご利用と、あくまでも福祉の施策とい

うことでしたんですけれども、これを４月１９日から廃止をいたしまして、

０才から、実際に０才からというわけにいきませんけれども、小学校３年生
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ぐらいのお子さんは、保護者の方も付き添っていただかないといけませんけ

れども、若い方々もご利用いただけると、こういう形にできるだけ幅広くご

利用いただくという形に切り換えてさせていただいております。項次意見を

ききながら、実験中でありますけれども、対応できるものは対応していくと

いうことで、柔軟にいきたいと思っております。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） この二つが平行していくと、多分ただのままという話

ですと、日本で一番無料で好きなところに町内行けるというような町になれ

ますんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。しかし考えるべき点があ

と二つありまして、まずは料金の問題をどうしていくのかという方針と、そ

れと今は社会福祉協議会のほうが運営してますが、委託しているんですね、

それも他市町村を見ると有料のところが圧倒的に多いですし、事業主体も民

間のタクシー会社やバス会社というところが多いんですが、そういうところ

はどうお考えですか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 当然おっしゃるようにいろいろな料金のこと、無料と

いうふうな、いつまでもというわけにいきません。財政負担が発生します。

そして町内にもタクシー業を営んでみえる方もあるわけでございますので、

実験それこそ先ほどの回答のように、終わるまでにそういうふうな方向を検

討していかなければならないというふうに思ってます。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 平成２３年度末までに民間に委託するか、料金の話を

決定すると。詰めるということなんですね。民間に私個人としては委託する

べきだと思っていまして、それはなぜかというと、やはり他の自治体に聞い

た話ですと、一回事故が起こる、玉城町の場合はそういう事故が一回も行っ

てないのが運がいいというふうに僕は思ってまして、そういうのが社会福祉

協議会で起こると、社会福祉協議会というのは町と関係としては深いので、

民間というより、何か起こってしまうとパアーになってしまうんじゃないか

と、そういうオンデマウンドバスや福祉バスというものが、そういう観点か

らやっぱり餅は餅屋に、プロに任せて安全面をしっかり守っていただいて、

また町としてもリスクの軽減という意味で、社協ですと町が責任持つ部分が

多いと思うんですが、民間に委託していただいたら悪い言い方になるかもし

れませんか、そちらで責任を持ってもらう比重が高くなりますので、私個人

としては民間に委託する。そして料金のほうも民間に委託する限りは、受益

者負担で取って運営していくということが望ましいんではないかと。実際に

近くですと、伊勢市も多気町も鳥羽市も鈴鹿市も四日市市も亀山市、桑名市、

こもの市、明和町もすべて民間に委託して有料というようなことになってい
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ますので、玉城町としてなぜ無料なのか、なぜ社会福祉協議会に今委託して

いるのかというのかという今の現状なぜというのをお聞かせいただいてよろ

しいですか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） なぜ無料なのかということですね。これはまずはデマ

ウンドのバスは実証実験就航というふうなことで、この費用を国からの交付

金で賄っておるというふうなことが、ほとんどでございますので、それでや

ってきたということと、もう一つはあくまでも福祉の施策という考え方で、

高齢者対策で進めてきたというふうなことでございまして、無料で今まで進

めてきた運営してきたと、こういうことでございます。福祉の施策の一端と

いう考え方です。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 今先ほど申し上げましたのは僕の個人の意見なので、

そういうことも考慮に入れて、今後その実証実験中に話し合って、よりよい

結論を導いていただければと思います。社協のほうが行った乗っている方の

福祉バスですね、乗っている方のアンケート調査によると、お金を払っても

いいというような回答が多かったというようなことを伺っていますので、玉

城町の方、理解が深いと言いますか、そういうことにやっぱり使っているか

ら払うというような意識があると思われますので、福祉というような話で町

費のほうを使うというようなことも考えとしてはあるかもしれませんが、使

っていただく方に負担していただくというような考えもありと思いますので、

どうかこれからよりよいものにしていただくようにお願いいたします。  

続いて、この質問に関してなんですけれども、下外城田のほうが８月１日

から福祉バス廃止というようなことになっているんですけれども、なぜこう

いうようなことをするのかという点と、なぜ下外城田の方面からなのかとい

う２点をご質問いたします。お願いいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 下外城田のほう、なぜかということは、できるだけ小

回りがきくと、それぞれの集落の中まで狭隘なといいますか、狭い道路のと

ころへは福祉バスはなかなか入りにくいという、自動車の規制があるわけで

す。やはり８人乗りですと、ご承知のような狭い道路まで行ける。しかもい

ろいろな従来は約３０ぐらいの町内全域の停留所やったんです。それが今１

１５カ所ぐらいの停留所、デマウンドでしておりますもんですから、できる

だけ利用しやすくしたいというふうな意味あいから、下外城田地域にまずは

デマウンドバスを発車させていただきたい。福祉バスから変えたいと、もう

既にほかのところでもデマウンドバスが走っておるんですよ。そういうふう

な形でまずそういうふうな格好で利用してもらいやすいように進めさせてい
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ただきたいということと。冒頭あったように、他の下外城田だけを優先した

いということになると、お叱りを受けますけれども、そういうふうなところ

で、できるだけ利用がしてもらいやすいような形、それは町全域、そういう

考え方を福祉バスの利活用の提言をいただいておりますもんですから、それ

に則ってやっていきたいと思っています。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） ではこれからバス、福祉バスのほうを小型化していく

というような方向の中で、小回りがきくのが一番下外城田なんではないかと。

そしてそういう方向になっていったら、先にしたほうがその後の対処もスム

ーズにできるんではないかというような利点があって、下外城田がそういう

既定の路線を廃止、福祉バスを廃止して、電気バスで完全移行するというよ

うな認識でよろしいんですか。  

多分お年寄りの方がたくさん使われてますので、福祉バスを使っている方

にケアと言いますか、オンデマウンドバスにスムーズに乗っていただけるよ

うな話とか、案内をしていただいて、そういうことを熱心にしていただくと

混乱がないですし、先のことも最初にやっているからスムーズなんだという

ことをですね、この後スムーズにいくんだというような説明をしていただく

と理解していただくかなと思いますので、どうかまた何か下外城田が遅れて

いるような話にならないように、この交通のことも今後頑張っていただきた

いと思います。  

 移らさせていただきます。次はこういう町の方に何か意見を聞くとかいう

ことではなくて、一方的にこういういい制度がありますので、どうでしょう

かと説明をさせていただきますので、ちょっと長くなるかもしれませんが、

聞いていただければと思います。  

今、町の商業、小売店やサービス店というものが、郊外の大型ショッピン

グセンターやまた車社会の中で、どんどん衰退していっているというのが現

状でして、玉城町も例外ではなく、数字も示してまして、町内の商業という

のは厳しい状況にあります。そういう中で一つの案として、提案させていた

だきたいのがこちらなんですけれども、玉城町友の会という小売業、サービ

ス業のお店が集まって、昭和３７年１０月に会が成立された、玉城町友の会

というものが発行しているスマイルカードというポイントカードなんですけ

れども、これは町内の商業店が現在２４店集まって、１００円買うと１円分

のポイントを入れる。その１円分のポイントを旅行招待や商品券、食事券と

の交換というものに変えて、買うことによって付加価値を付けているという

サービスを、町内の商業店が集まってしています。  

そこで、衰退している自治体としては数字をお話させていただきますと、

その友の会、昭和３７年１０月に設立されたんですが、全盛期は５０店以上
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加盟店があって、平成１４年には減っていって４１店舗、平成２０年には２

９店舗になってしまって、現在は２４店舗、もう半減ですね、全盛期から比

べると。そしてこのポイントを発行しているお金というものも、平成１４年

には４００万円、つまり４億円分ぐらいの買い物をしてもらって，４００万

円ポイントというものを出していたんですけれども、平成２０年には１５０

万円ほど、そして平成２１年には１２０万円ほどに落ちてまして、やはりポ

イントを出しているもの、店の数ということからも、町の商業、サービス業、

小売業というものは衰退していっています。  

 そういうような中で、町としても協力していく、一緒に商業の発展に取り

組んでいって、発展させていくという意味で、今回提案させていただきたい

のが、このポイントカードのポイントを使って納税ができるという制度を提

案させていただきます。例えば役場にこのカードを持ってきて、役場の窓口

に機械があって、それはその友の会から既存に使っているものをお借りして、

差して入れると水道料金や固定資産税というものの料金にあてられると。町

の公共料金に当てられるというような制度をするということですね。これメ

リットとしてはまずこのカードを持っている方々としては、旅行券、商品券

という選択肢の中に、町の公共料金に使えるというような選択肢が広がると

いうことが、お客さんからのメリットでして、町としても納税の機会が増え

る。もちろん多尐面倒臭い事務手続きはありますが、納税していただくとい

うような機会をつくるということでは悪いことはなく、またそういうシステ

ムを導入したんであれば、一般のお客さんもじゃあ玉城町で買い物をしよう

かというようなことになればと。玉城町で買い物をしてポイントをためて、

また公共料金に払おうか。そういう循環の中で、商業店のほうも友の会に加

盟して、そういうサービスの一環の恩恵を受けようかと思ったら、やっぱり

それも加盟店が増えていくということは、消費者にとって行く店がいっぱい

増えますのでありがたいことになると。  

 現在も美容室や飼料のお店、酒屋、薬局、八百屋とかクリーニング店とか、

いろいろなところが加盟している中で、そういうお店がどんどん増えてくれ

ば、玉城町の住民にとって、・・を預かれるところが増えるということでし

て、ぜひやっていただきたいサービスなんですけれども、実際に全国で調べ

られた場所なんですけれども、１０自治体ほど長野県や群馬県とか、そうい

う関東のほうですね、そちらのほうで１０自治体ほどやってまして、成功を

収めています。平成１８年に一番最初にこのシステムをスタートさせた矢祭

町なんですけれども、平成１８年は納税が７６万、平成１９年が１３０万円、

平成２０年が９７万円、平成２１年が２２０万円と、人口が６０００人ほど

の玉城町の半分以下の町なんですけれども、４年たった今も２２０万円とい

う金額を、こういうようなシステムを使って町に納税しているというような
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ことをしてますので、ほかの１０自治体は最近始めたばっかりですので、実

績はないんですが、一番最初に始めた矢祭町は成果を上げていると。加盟店

のほうも実際に４０店舗ほどだったのが、こういう町の商工会がやっている

ポイントを納税に当てられるということをしたら、４０から９０以上の加盟

店に増えましてそれは町民としてもポイントを使える店が増える。数が大き

くなればやはりそういう会も大きなことをできたり、商業の発展につながる

イベントというものも集まればできるということになってますので、成果を

上げているというような状況になっています。  

 一通りいいような話はさせていただいて、ほぼやらない理由はないと言い

ますか、いいことだらけの話なんですけれども、ちょっととりとめのない説

明でしたが、これを聞いて町長はどう思われましたか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 前向きないい提案をしていただいて、ありがたいと思

っています。ただやはり商工会、このことについては町としての商工振興の

ために以前から商工会のほうを通じて、スマイルカード等の支援もさせてい

ただいておるわけですけれども、新しいこの北川議員からのいわゆる納税に

変えるというか、そういうふうな提案というものは、確か矢祭町を始めとし

て、全国各地でも今１８団体が、そういうふうなところで取り組みがあるよ

うでございますけれども、問題はポイントを換金するシステム、これの構築

をどうしていくのかというふうなこともありますけれども、まずは商工会あ

るいは友の会の皆さんの合意というふうなものも要るわけでありますけれど

も、実際にそれぞれの商工会あるいは友の会の皆さん、あるいは町の行政担

当、そういうふうなところの調査、研究、こういうふうものをもう尐し積ん

でいく必要があるのではないかと、こんなふうに思っています。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） これを話すにあたって、商工会の方や友の会の会員の

方、すべての方ではないですが、お話させていただいて前向きな話ばかりで

した。やはり事務的な面は多尐行政側としては、面倒臭いことになるんです。

やはり法律上では現金や証券ということでした。納税できないということに

なってますので、町としてこういうポイントというもので、どう払うかとい

う面で法律のグレーなゾーンをついて始まったという制度ですので、商工会

から現金を庁内、役場中においてもらったり、小切手を切ってもらってあと

で口座引き落としにするというようなことを、多尐面倒臭いことをして、ほ

かの自治体もやっているというのが現状なんですけれども、それは本当にこ

の制度の負の部分と言いますか、１割ぐらいのデメリットぐらいの話で、９

割はそういう町内の商業の発展や一般住民の方のお買い物に対する意識、そ

ういうものもプラスにつながっていくということでして、ぜひやっていただ
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きたいと思うんです。  

 なぜほかの、じゃあ何でこんないい制度なのに、他の自治体、１８の自治

体しかやっていないのかということなんですが、知らないというのもありま

す、後はポイントカードをつくっている商工会というものをあるかどうかと

いうことがありますし、合併をして近年、町内に商工会、こういうポイント

制度というものをつくっている団体が二つ、三つあるというような自治体が

多くて、それを統合できないというような現状があって、こういういい制度

をしてないということがあるんですが、玉城町はその三つ、こういう制度が

あるということを知りましたし、こういう利用できるポイントが町内である

と。さらには１個の団体しかないので、スムーズにいけるというようなその

三つの関門をくぐり抜けれることがありますので、これは一般質問でやると

は言えないのはわかっているんですけれども、やらない理由がない出来事で

して、町内で今このポイントカードを持っていらっしゃる方が、４６６９人、

町民の３分の１の方が持っていると。町外の方も合わせると８８００人、町

内の３分の１の方の生活にダイレクトにかかわるカードでして、町外の方も

使う。町内の方は納税ということをやると、あまり意味ないんですが、ただ

加盟店などがふえると、町内の方も玉城町でこういう選択肢があるなら買っ

てみようかと、なるということでして、そのポイントは納税ではなくて、そ

ういう旅行券や商品券というものをあてていただければと、そしてこのカー

ド８８００枚発行されている中で、今潜在的に眠っているお金が、５５３万

円ほどありまして、お金というものは動かないと始まらないので、この５５

３万円を動かす、そういうきっかけになりますし、こういう制度をやってい

るということは、町が取り組めばスマイルカードというものも認識もできま

すし、こういう商業店に対して、積極的に支援して頑張っている自治体だと

いうことが認識されて、新しいお店も来るかもしれません。今減っている、

50店舗あったのが２４店舗に減った理由としては、後継者不足や不景気のこ

ともありと思いますが、一番は後継者不足とおっしゃってましたので、若い

人が町が一緒になってくれるんであれば、店を継ごうかとか、ほかの例えば

僕の同級生にもいるんですが、名古屋で飲食店で働いている子が将来は玉城

町で店を持ちたい。それは玉城町が頑張っているからというふうなことにな

るかもしれませんので、ぜひ取り組んでいただいて、実現していただきたい

と思います。  

 課題はありますが、何でも協力しますし、実際やっている自治体がありま

すので、絶対にできる、実現できるものとだと思いますので、今日は一般質

問もので答えはあれですが、期待をしております。もし実現すれば、ほかの

１８自治体の中でやっているんですが、例えば消防団の報酬、区長さんの補

修、そして議員の報酬や職員の給与の報酬の一部というものまで、このカー
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ド、例えば１万円を入れて、それを町が買い取って渡すというようなことを

やっていますので、そういう先のこともありますので、そうすればそのカー

ドをもらった人は、町内の加盟店で買い物をすると。買い物をしたら町内の

商業が潤いというような形の、先としてもありますし、またいつか不景気が

来て商業を振興しないとだめなときが来たら、１００ポイントで今１円です

けれども、また２円にして１円分を町が出すとか、そういう町が今こういう

ことを一緒にやってければ、この先のいろいろなオプションということもで

きるようなものですので、ぜひ頑張って、頑張ってではないですね、現実に

向かうように取り組んでいただければと思いまして、この質問を終わらせて

いただきます。やはり町長に最後に聞かせていただきます。最後まで聞いて

どうでしたか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） スマイルカードを従来からやってきておりましたとこ

ろの、やはりもう一歩進んだ形での提案ということでありますし、既に成功

モデルがあるというふうに聞いておるわけでありますから、商工会あるいは

友の会、あるいは町の関係者というようなところで、一度会合を持ちながら

検討を進めたらどうかと、こんなふうに思ってます。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） ありがとうございます。前向きなご意見をいただきま

して、これは絶対にやるべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 では三つ目の質問に移らせていただきます。三つ目は観光についての質問

なんですけれども、６月末から行われる。津～伊勢間の高速道路無料化や平

成２５年に行われる、２０年に１度の大きな催しである式年遷宮というもの

があって、こういう観光のチャンスというものが、今玉城町には現実として

今までよりあると思うんですが、そういうような現状に対してどういうよう

な認識、またどういうような取り組みというものをされるのか、お伺いいた

します。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） ２０１３年、３年先の２０年に一度の式年遷宮、議員

がおっしゃったように、まさにこの伊勢志摩の地域のチャンスが到来したと、

こんなふうにも思ってますし、現実の状況を聞いておりますと、徐々に観光

客が増えておるという状況であります。  

それと６月末には津から伊勢までが、無料化というふうな動きになってく

るわけでございまして、何とかこの機会に玉城町の活性化につながるような、

そういうような方策を考えていくということが、非常に重要ではないかなと

いうふうに思っておる次第でございます。なかなかこの入込の観光客、観光

振興というは非常に難しい課題であり、そしてなかなか今までも取り組んで
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まいりましたけれども、うまく進んでおらないところも非常に多いわけであ

りますけれども、何とか玉城町のいろいろな資源がございますから、その資

源を活用しながら尐しでも玉城町に訪ねていただく。そして玉城町に交流を

していただくことで、玉城町の経済に波及が生まれるような、そういう方策

をやっぱし考えていくべきであろうと、こんなふうに思っています。  

 したがって、今年の１月でありましたけれども、地域産業の振興のための

戦略会議を立ち上げていただいて、今論議をしていただいております。具体

的ないろいろな取り組みの提言を期待をしておるところでございますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。  

 もう一つはやはり地域の皆さん方のやる気、北川議員のような若い方々の

やる気、女性の方、あるいは高齢者の方でもそうでありますけれども、そう

いうふうな方が実際動いていただき、それをバックアップさせていただくと

いうことも、非常に大事だというふうに思っておる次第でございまして、ぜ

ひこのチャンスが到来の機会に力を入れていい分野ではないかなというふう

に認識をしております。以上です。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 私も同じような認識で、何で今まで、去年ですと、年

間８００万人伊勢神宮に訪れて、９００万人以上の方が伊勢志摩地域に来て

いる。そういうものがずっと普遍的に伊勢神宮がある限り続いていく中で、

なぜ玉城町というものが観光というところで、発展していかなかったのはな

ぜかなというのを考えてまして、常に人が往来するような町であるのに、な

ぜ玉城町にはお金がおりるようなこと、現状がほとんど今の段階ではないの

か。そのうまくいかないと、今まで取り組んできたことがうまくいかないと

部分もあってというので、町長はどういった部分を、今まで取り組んできた

けれども、なんでどうして玉城町が観光というものに、うまくいかないのか

という具体的なところでどういった考えがありますか。なんでうまくいかな

い。先ほど頑張っていきたいと、チャンスを生かしたいという話はあります

けれども、具体的にはどういうことが今までうまくいかなかったから、どう

いうことを具体的に頑張っていくというようなお考えはありますか。もう高

速道路は６月末からスタートしますので、これは切迫していると言いますか、

近々のことですので、話し合っている段階なんですか。それとも何かあるん

でしょうか、予算を付けて何かするということは。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 玉城町の役割というものがあるんだと思っています。

伊勢志摩地域の中で、玉城町の役割というはやはり歴史的にも、神宮御園、

すばらしいほ場が整って、そして米を献納してきたというふうな歴史がある

わけでありますから、やはり観光面では当然伊勢神宮、鳥羽・志摩というふ
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うなところとはまた違うわけでありまして、玉城町は観光に連携をする中で

のいろいろな農産物での町のいわゆる産業振興というふうなことに繋げてい

く必要があるのではないかなと思っています。  

しかし最近のいろいろな専門家のお話を聞いてますと、名所・旧跡だけで

はなくて、それから一歩離れたところの余りメジャーでない部分のところへ

の立ち入りたいという志向も非常に高まってきておるということも聞いてお

りますし、町には象徴である田丸城趾を始めとしまして、神宮の摂社、末社

あるいは熊野古道の起点と、こういうふうなものもありますから、そうした

町の非常にすばらしいもの、これをもっと情報発信をしていく。それを磨い

ていくと、こういうことがこれから要るんではないかなというふうに思って

おります。  

 それともう一つは、非常に約３０万人、もう尐し玉城町への入込という観

光リクレーション入込企画というのは、平成２１年の数値で３２万８０００

人と、これはアスピアアグリ、それからふれあいへの入込と、こういうこと

でございます。そんな形で申し上げましたように、玉城町の場合は観光地、

景勝地である観光地ということではなくて、いわゆる産業観光という言葉が

ありますけれども、玉城町の産品をさらに観光と連携をした形で、町の活性

化に繋げていくと、こういう考え方で取り組んでいくのが、一番いい形では

ないかなというふうに思っておりますのと、今申し上げましたように、そう

いう視点で産業振興戦略会議も検討していただいているのではないかなとい

うふうに思っておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） すいません、さきのスマイルカードのことで、今アス

ピアのことが出たので、言い忘れていたことを一つすいませんが言わせてい

ただきます。ポイントカードのポイントを使って、アスピアでもこのカード

を使えば入浴料がとれるというようなことをすれば、アスピア今人数が入る

人が減っていますので、そういうこともプラスになりますし、ほかの１８の

自治体でも複数温泉入浴料を、そういうポイントカードでやっているという

ようなことがありますので、さっき言い忘れましたので、そういう温泉の入

浴料というものでも、いい面を発揮するということがあります。すいません。  

 そして観光の話に戻りますと、いつも先ほどのご質問で、何で玉城町がう

まくいかなかったのかなというのを、僕なりに答えがありまして、それは文

化財、特出したものがないというのでＰＲの仕方がボケると言いますか、文

化財や食べ物とか、いろいろなものをＰＲしすぎて、うまくいかなかったの

かなと。いろいろな資料をこうやって持ってきたんですけれども、どれもい

ろいろなことを説明しすぎてうまくいっていない。  

 文化財や食べ物、そして歴史とか、いろいろなものを、これというものが
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ないのに紹介しているというような、現状がうまくいかなったのかというの

がありまして、伊勢・鳥羽に行った人が、じゃあ玉城町に何があれば来るの

かということを考えた時に、やっぱり玉城町は農業の町ですし、美味しい食

べ物がいっぱいありますし、伊勢だと食べ物が高いんです。どこへ行っても。

玉城町や伊勢で勤めてましたの分かるんですが、定食や食べ物もすべて高く

て、玉城町が美味しい食べ物や、それを作っている農家の人もあると、何か

そういう食というようなことでＰＲをしていただくと上手くいくんじゃない

かなと思いまして、例えばそういう方向で、こういうのはＰＲの方法は言っ

たもの勝ちでして、例えば伊勢の帰りは『食の町たまき』とか、そういうＰ

Ｒの方法をしていくと言ったもの勝ちで、『食は玉城なんやな』というよう

な認識に、高速利用者たちが何年も必要ですけれども、なると思いますし、

玉城にはそのベースがあると、食べ物が美味しいという。そして玉城町かそ

ういう行政が取り組んでお客さんを呼べば、商業店や農家の人もいろいろな

ものも開発していくというふうなことになっていけばと思ってますので、玉

城町が率先してそういう観光客を呼び込むというようなことをしていただけ

ればと思いまして、例えば高速道の伊勢自動車道ですと、平成２１年だと２

００万人ぐらいの伊勢インターの利用者がありまして、２００万台なんです

よね。２００万台の人がこれから伊勢～津間で、玉城町に乗り降りも自由だ

と。もう降りても乗っても自由だということになると、やっぱりインターと

かでＰＲをしていかないとダメだと思いまして。そういう食を主体にしたチ

ラシを置くとか、物産のブースをやるとか、そういうことが今後町がやって

いくという意義なんではないかと、実際にほかの近隣町村を調べると、高速

道路無料化ということについては、伊勢も松阪市も度会も多気もどこも何も

予算は組んでいないと。  

今もし６月から始まることに対して、玉城町が頑張れば一人勝ちできるよ

うな状況にありますので、何かそういう高速にチラシを置くというのは、１

万５０００円ぐらいから始められますので、今すぐやったらもしかしたら数

人玉城町に来てくれるかもしれませんので、そういうことを具体的に話し合

うというよりかは小さいな予算ですので、直ぐにやっていただいて、玉城町

は今すごく農業の町ですし、工業も大きな企業がいっぱいありますので、商

業というものを観光でお金を落としてもらえるものというものが、玉城町が

強くなれば、本当に町長が言う満足度１位の町になると思いますので、そう

いう部分に力を入れていただいてしていただければと思い、この提案をさせ

ていただきました。具体的なこととしてはまだ何もないということでよろし

かったんですか。お願いします。  

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。  

○産業振興課長（田間宏紀君） 高速無料化につきましての具体的な施策とい
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うふうなものでございます。今回、高速無料化につきまして、産業戦略会議

のほうにおきましても、この機会に何かできないかとキャンペーン的なもの

をできないかというふうなことで検討はいたしておるところであります。今

現在手だて的な部分といたしまして、これは県の観光局がつくった高・・こ

れシールでございます。このシールをＰＲ方々、町の封筒等にシールを添付

しながら、発信をしていきたいというふうに考えておるところでございます

し、今回補正予算のほうでお願いをしております、魅力ある観光地グレード

アップ支援事業というふうな形で、予算の計上をしておりますけれども、そ

の中でのチラシ等の印刷というふうなことで考えてございますので、それら

を利活用しながら進めていきたいというふうに考えておるところでございま

す。  

○議長（小林一則君） 北川雅紀君。  

○４番（北川雅紀君） 具体的なこととして、魅力ある観光地グレードアップ

支援事業という県の事業ですね。これをされていくということで、その中で

チラシやポスターを活用したＰＲや、メディアを利用したＰＲというものが

ありますので、こういうものに力を入れていっていただいて、また県とかそ

ういうところに頼らないところでも、玉城町として頑張っていただきたいと

思いますし、ほかの町がやっていない、こういうのは勝負ですから、自治体

同士の競争ですから、何か独自にやっていただいて、将来絶対にお金を落と

してくれるというような計画を持って、積極的にやっていただきたいと思い

ますし、観光協会が玉城町にはないので、伊勢志摩コンベンション機構とい

うところには入っていると思うんですが、そういうところの催しにも積極的

に参加していただいて、ちょっとお話する機会があったんですが、これまで

玉城町は余り参加してこなかったので、あちらからお話するというような機

会も、こういうイベントがありますよというのがなかったというような話を

されてましたので、やるというような気持ちを持って、いろいろなところに

接していけば、あっちも接触してくれますし、玉城町は絶対に伊勢のおこぼ

れをもらうという意味でチャンスがあると思いますので、どうか観光のこと

に対して積極的にしていっていただければ、将来明るいんじゃないかなと思

いますので、よろしくお願いいたします。これで今日の私の質問は終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。  

○議長（小林一則君） 以上で４番北川雅紀君の質問は終わりました。  

 １０分間休憩といたします。  

          （午後 １時５８分 休憩）  

          （午後 ２時０９分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。休憩前に引き続きまして、一般質問

を続けます。 次に、８番 風口尚君の一般質問を許します。  



 59 

○８番（風口 尚君） ただいま議長のお許しがございましたので、通告に従

いまして、お尋ねをしたいと思います。２点ございまして、１点目は買い物

難民の増加に伴う対応及び支援につきまして。２点目が子宮頸ガンワクチン

接種の補助ということであります。  

 買い物難民と聞きなれない言葉を、最近よく耳にするわけでございますけ

れども、身近な商店が消失し、車を持たない高齢者が近くで生活必需品を買

えなくなる、そういった問題であります。全国で６００万人の人が買い物難

民だそうであります。残念ながら先ほどもお話がございましたように、玉城

町も昔から親しんだお店が一つ無くなり、また一つ無くなりというような、

大変寂しさを感じておる状況であるわけでございますけれども、先日も高齢

者の方とお話をする機会がございまして、これは買い物という意味じゃなか

ったんですけれども、福祉会館のほうに週に１回お出掛けになるんですが、

お家から４０分ほど徒歩でかかるんだそうですけれども、これがもう非常に

辛くなってきたというふうなお話がありまして、もちろん買い物にもなかな

か苦労をされておるということがございまして、お年寄りには大変な状況で

あるようでございます。  

 そこで、対策といたしまして、宅配サービスあるいは移動販売とか、いろ

いろなそういった業者とか、あるいは流通業者との連携をした施策が必要じ

ゃないのかなというふうに思うわけでございますけれども、行政が中心にな

って地域全体で考えていく必要があるのではないかというふうに思うわけで

ございます。  

 昨年の１２月に第１回の会合を開かれました玉城町地域産業戦略会議、あ

わせましてこちらでのご検討はなされておられるのかどうか、お聞きしたい

と思います。  

○議長（小林一則君） ８番 風口尚君の質問に対し答弁を許します。  

 町長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 風口議員から買い物難民の増加に伴う対応及び支援と、

こういうことでのご質問をいただきました。今質問でもございましたように、

現在町内の商店の減尐、従来から随分と減尐してきておると、こういう状況

でございまして、近くにいろいろなお店屋さんがあった時代から、町の様子

が随分と変わってきておる現状で、玉城町も推移をしてきておるわけであり

ます。しかしスーパー等も立地をしておりますし、今のところ極端にへき地、

過疎の地域というふうなところであるような心配はないわけでありますけれ

ども、やはり将来を考えて、今の時点から対策を講じていくことも重要だと

いうふうに認識をしておる次第でございます。  

 現段階でのお尋ねの地域産業振興戦略会議を、１月から立ち上げておりま

すけれども、その中での議論というふうなことはまだございません。そうい
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う状況でございますので、よろしくお願いをいたします。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） 今玉城町は一生懸命にオンデマウンドバスというふう

な実証実験をされておりまして、そういった取り組みも当然こういったこと

の中での役割を果たすものというふうに考えておるところでございます。町

長の答弁の中に、まだそこまで玉城町は心配しないというか、そこまでなっ

ていないようなというふうな答弁でございましたけれども、そうではないで

すよね。やっぱり年寄りの方々とお話すると、大変困っておりますよね。ち

ょっと甘いんじゃないかなというふうな気持ちがあるわけですけれども、こ

の前のそのオンデマウンドバスのことで放映をされておりましたけれども、

一人のおばあさんがこういったバスがあるから、いろいろなところへ出掛け

られるということで、なかったらこれは大変、どこも行かれないというふう

な、そんなことをおっしゃってみえましたけれども、買い物がなかなか困難

ということで、いろいろなところで例えば買い物暮らし応援団というような

とこがあったりします。そういった困難なお年寄りから注文を受けたりしま

して、自宅などに食品なり運ぶ、これはもちろんボランティアなんですね。

ボランティアの方々がそういったことをされておられる。これはもう一つは

いい点と言いますか、安否の確認ができるということでの一つのいいことも

あるんだそうです。  

 玉城町もボランティアの皆さん方から、月に２回ほど、これは買い物とい

うわけじゃないですけども、食事を届けられてますよね、一人暮らしの方に

食事を宅配サービスというんですか、月に２度ほど届けられておるわけでご

ざいます。ちょっと内容、大変喜んでおられるというふうなご意見の方もあ

れば、また行ってもお留守の方もあったりとか、その辺はいろいろとあるん

だそうですけれども、こういうようなことで、今そういうような問題が出て

おる中で各自治体でもそういった取り組みを行政が先頭に立って取り組んで

おられるところで、だんだん出てきたということを思うわけでございますけ

れども、再度今後の取り組み、今後の考え方をお聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 玉城町のこれからの町づくりの中で、特にもう尐し十

分な意識を持って取り組んでいかなければならんことの一つが、いわゆる高

齢者の方々の外出支援のサービスをどうしていくかということでございまし

て、現在はこういう他の自治体よりはいい環境にある町だというふうに思っ

ておりますけれども、やはり高齢化の率は今現在２１％でありますけれども、

将来３２％には確実に増加する、さらに増加していく。  

 もう一つは独居老人世帯が必ず増えていくということ、そして安否確認の

必要性も高まってくると、こういうことであります。したがいまして、何と



 61 

かしてこの間も、今質問の中にもございましたように、ＮＨＫのほうで玉城

町のオンデマウンドバスの取り組みの状況が放送されておりました。病院へ

行くのが便利やとか、買い物が便利というふうなお年寄りの方の場合もあっ

たわけでございますけれども、そういったことの町としての取り組み、前段

の議員にもお答えを申し上げましたけれども、それが非常に重要になってき

たなというふうに認識をしております。  

 今の時点で高齢化率は高くないけれども、確実にこれが増加していく町だ

ということから、このことに力を入れてまいりたいというのが、いわゆる福

祉バスとして走らせておりますのを、さらにもう尐し利用がしやすい形のオ

ンデマウンドバスということで、うまく昨年の１１月から実証実験を始めた

ということでありました。それと加えてこれが今回の補正予算にも計上させ

ていただいておりますけれども、東海地方の自治体の中では、玉城町単独で

玉城町だけが１カ所認定をしていただいて、これからいよいよ取り組みをし

たいというのがＩＣＴの取り組みということでございます。  

 これもＩＣＴを活用いたしました、端末機を活用いたしましたところの今

のお話のような病院やスーパーなどに外出をすることのサービスを、端末を

使いながら利用していただく、予約をしていただくというふうな形での住民

の皆さん方の利便性と言いますか、生活の暮らしやすさというふうなことに

寄与したいという取り組みが、これからいよいよ玉城町として始めたいとい

うことでございます。そういったことに、これから一つひとつ取り組んでい

きたいと思っておりますし、また実証実験中でございますから、当然まだま

だ不備なところもありますし、いろいろなご意見を賜りながら見直しをし、

あるいはまた需要が高まるような、そういうようなことの工夫をしながら、

取り組んでまいりたい。こんなふうに思っておる次第でございまして、何と

いたしましても、この高齢化の時代、そして路線バスが廃止され足の確保が

だんだん難しくなってくるというふうなことが確実でありますから、このこ

とに町として、今の時点から対策を講じていく必要があると、こういうふう

に思っておる次第でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） オンデマウンドバスはさることながら、玉城町地域産

業戦略会議というものを立ち上げていただきまして、幾つかの分会というか、

分科会というか、そういったことに分かれて協議をされるということをお聞

きしておるわけでございますけれども、今後この会議の中でこういったこと

の真剣な取り組みを考える、検討されるというお考えをお聞きしたいと思い

ます。  

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。  

○産業振興課長（田間宏紀君） 地域産業振興戦略会議というふうな立ち上げ
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の中での部会のお話でございますが、この戦略会議自体の大本の法則につき

ましては、産業戦略という中で産業という部分を、観光の部分も含めながら

融合的に取り組もうと。それには製造業を主体に第２次産業だけを機軸にし

たものだけでなく、農業と関連する食品加工とか、そしてまた玉城町には温

泉がございます。そしてさらには玉城町には玉城の歴史、文化という地域資

源がありますので、それら第１次産業、第２次産業、第３次産業というふう

な形のすそ野を広くとりまして、融合連携させながら農商工連携を図り、６

次産業化を目指しながら、町の活性化そして雇用の創出というものに展開を

していきたいというふうなことから発足をしており、部会におきましても現

在今回の補正でも上げさせてもらっておりますけれども、学校休職への農畜

産物の拡大事業の部会というふうな形で、一つの部会は立ち上げさせていた

だいておるところでございます。  

まだ部会の個々につきましても、やはり絵に書いた餅にならないような形

で、あるものを探しに行こうということで、今現在議論をしておりますので、

そういうあるものが実現性の高い段階になったうえで、部会を立ち上げでき

ることからやっていこうと、部会を立ち上げていこうというふうな考え方を

持っておりますので、議論の中でこういう買い物難民というふうな対応とい

うふうなことも出てくれば、それに向けての部会を実際どういうふうな形で

やればできるんだという実現性のあるものになれば、部会設置というふうな

ことが考えられるんじゃないかなというふうに考えております。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） よろしくお願いしたいと思います。大変なお年寄りに

とって問題であろうと思いますので、ご検討のほどをお願いしたいと思いま

す。  

 それでは二つ目でございますけれども、子宮頸ガンワクチン接種の補助と

いうことで、これは前段の議員さんお二人が質問にお立ちになられたり、ま

た昨日は県議会のほうでもこのことについてご質問なさっておったというこ

とで、今非常に話題と言いますか、大変重要な問題であるというふうなこと

がおわかりであると思います。そんなことで、重複する部分があろうかと思

いますけれども、お許しを願いたいと思います。これは先ほども詳しくご説

明をされておられましたけれども、２０代の患者さんが大変急増しておると

いうことを聞いておりまして、予防できる唯一のがんと言われております。

栃木県の小学校で６年生の女子児童を対象に、集団接種をされたというふう

なことを聞いたわけでございますけれども、いわゆる男の子と仲良くなる前、

すなわち性行動が起こる前にこの接種をすることが、一番の効果があると。

こんなことから１０才から１１才、１２才、１３才というふうな女子児童が

対象になるわけでございまして、大きくなってからある程度、年齢たってか
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ら接種しても余り意味がないと、こういうふうなことを言われておるわけで

す  

 それと一つ申し上げたいのは、答弁というのは、先ほど来、聞かさせてもら

っておりますので、また違った観点から申し上げたいと思いますのは、世界

ではとっくにワクチン接種がスタートしておりまして、日本はかなり遅れて

おるというふうなことであるわけでございまして、日本の女性がお母さんと

言いますか、このことについての知識が非常に尐ない。また意識が非常に低

いというようなことを、産婦人科の先生がおっしゃられておられました。そ

ういった呼びかけと言いますか、ボランティアの方々がいろいろなところで、

なんか４月９日は子宮の日とか言われてましたけれども、そういった呼びか

けを一生懸命なさっておる。そして意識を高めるというふうなことが、今い

ろいろな新聞なりにも載っておりますけれども、玉城町としましてお母さん

方、子どもたちに理解、意識をしてもらうための取り組みをしてほしいんで

すね。補助につきましては、後で申し上げましたけれども、その辺について

まずその周知ですか、お聞きしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 風口議員のご質問、まさに同感でございまして、お母

さん方のそういう子宮頸ガンに対する知識がないというふうなことの状況も

私も伺っておるわけでございまして、特に１１才以上あるいはその前後とい

うふうなこともありますけれども、学校教育の中でのそういう性教育の必要

性、そういうふうなことにこれからもっともっと力を入れていくべきではな

いかなというふうに考えておる次第でございまして、町としましてもいろい

ろな機会を通して、広報なりケーブルテレビなり、あるいはそれぞれの各種

の教室あるいは健診、その機会にこのことも呼びかけるよう力を入れてまい

りたいと思っております次第でございます。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） 先ほどというか、健康という言葉が最近、町長の口か

ら健康に大変力を入れておられるということは、本当によくわかります。と

ても重要なことでありますけれども、一つお聞きしたいのは、今年町長に就

任なさってから、各自治区の集会に町長出向いておられるということを聞き

まして、その中に保健師さんも同行なさっておられますよね。保健師さんか

らそういうふうなパンフレットなりあるいは訴えるものなり、いわゆる呼び

かけですね。そういったことは保健師さんのほうはなさっておるのか。ある

いは今後、それが今なさっておられないんでしたら、ぜひその保健師のほう

から自治区へ行ったときにも、お話があればなというふうに思いますが、い

かがでしょうか。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  
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○町長（辻村修一君） ５月から始めまして、６８の全玉城町の集落にまわり

たいという計画で、現在９地区を回らしていただきまして、私と総務課長な

りあるいは産業振興課長、建設課長、そして今の保健師、管理栄養士と一緒

に地域の懇談会に出ておるわけでございますけれども、その時には先ほど来

の議員の質問にもございましたように、いつの何日にどの頄目のＡ４版のパ

ンフレットもお配りをしながら、そして健康についてのご理解をいただくよ

うな、そういう呼びかけをしてきておるということでございますし、また１

回だけでこれで皆さんが理解をして、その行動を起こしてもらうということ

は、なかなか難しいわけでございますので、改めて繰り返し繰り返し、地域

も担当がお邪魔する。あるいは健康幸せ委員の方にもご協力をいただくとい

うふうな形で徹底して取り組んでいかないと、なかなか効果が上がらないと

いうふうに思っておる次第でございます。  

 特にその中で子宮頸ガンのいわゆる子宮ガンの頄目も入っておるわけでご

ざいますけれども、今後はこの子宮頸ガンについても、特に力を入れて呼び

かけもしていきたいと、こんなふうに考えておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） よろしくお願いしたいと思います。  

 それでは最後になりますけれども、補助の問題ですけれども、先ほど来か

ら答弁はいただいておるわけでございますけれども、限られた財源の中で、

すべてを満足にすることは、これは不可能でございまして、重点的なものを

今年はこちらを重点的にするとか、そういったことは当然ございまして、今

一般質問するから、それを直ぐにしなさいというわけでもございませんけれ

ども、この助成でございますけれども、全額助成というわけではなくてでも、

一部負担という形でもいいかと思いますけれども、このことにつきまして、

再度、最後になりますけれども、今後検討するお考えがあるのかどうか、最

後にお聞かせ願います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 今回の一般質問の中で風口議員も含めて、３名の方か

らこのことに大変関心を寄せられて、心配のご質問もいただいておるわけで

ありまして、国・県の動きもありますけれども、町として財政の許す範囲の

中で、一度検討を近隣の状況等も参考にしながら検討をしてまいりたいと、

こんなふうに思っておる次第です。  

○議長（小林一則君） 風口尚君。  

○８番（風口 尚君） よろしくお願いしたいと思います。今子ども手当あり、

あるいは高校授業料の無償化と、いろいろなそういった民主党の政策でござ

いますけれども、賛否両論はあるわけでございますけれども、私個人の考え

方といたしましては、こういったところにお金を、助けてほしいなと、こう
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いったところに使うべきだなというふうなことを思っておるわけでございま

すけれども、そういったことが今後できることを願いまして、質問を終わり

たいと思います。  

○議長（小林一則君） 以上で、８番 風口尚君の質問は終わりました。  

 

 次に、６番 小林豊君の質問を許します。６番 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） ただいま議長のお許しを得て一般質問の機会を与えて

いただきましたので、通告に従いまして質問させていただきます。質問事頄

は今後のまちづくりについて。家畜伝染病についての２点でございます。質

問に入らせていただく前に、一昨年３月定例会一般質問において、環境対策

の一環として、公共施設への太陽光発電設置を検討してはどうかの提言に、

早速に取り組んでいただき、町内全小中学校に太陽光発電設置の運びとなり

ました。このことに関係各位のご尽力に敬意と感謝を申し上げます。今後も

積極的に環境対策に取り組んでいただくことを切望し、質問に移らさせてい

ただきます。  

 国民の大いなる期待を持って、政権交代がなされたにも関わらず、政治と

金の問題、マニュフェスト違反やらで、わずか８カ月半という短期間で、鳩

山政権が崩壊しました。マニュフェストすなわち政権攻略のほとんどが実現

されず、・・になりそうで、国民は騙されたという政治不信感が募るばかり

です。私が思うに、政権与党は戦後最大の詐欺集団のように見受けられてな

りません。先日もある人が、今街角に掲示されているポスターに、公約実行

中とあるが、あれはおかしい。最後に止めるという字が抜けている、公約実

行中止でなくてはならないとおっしゃられておりました。正しくその通りだ

と思います。このような政治不信の状況のもと、辻村町長は２期のスタート

を切ったわけですが、昨日の開会の挨拶でも述べられましたが、町長は公約

として安心して暮らすことのできる活力のあるまちづくりを掲げられており

ますが、まず最初に町民の皆様が健康で元気に暮らしていただくため、健康

幸せ委員の協力による徹底した形での健康づくりの取り組みを進めていくと

ありますが、健康幸せ委員の皆さんすべてが専門職ではないと思います。一

体どのようにして健康づくりに携わっていくのかを聞かせていただきたいと

思います。  

 次にオンデマンドバス、電気バスについては新しい情報を、通信技術を活

用しＩＣＴですか、さらに利用しやすくなるような力を入れるとありますが、

取り組み自体は次世代に向け、画期的ですばらしいことだと思いますが、果

たして利用される方々が、端末機器を使いこなせるのか否かの不安があると

ともに、端末機器を貸与する対象者をどのように選定するのか、伺いたいと

思います。  
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 最後に、地域産業振興戦略会議の皆さんから、具体的な提言をもとに第１

次産業の振興、庁内企業の皆さんと連携しながら、さらに町の活力を付ける

ために努力するとありますが、第１次産業の振興、すなわち私はこれは当町

においては農業が主となってくると思われますが、提言をいただくことには、

これは否定しません。しかし町長は玉城町の頂点であり先導者であります。

ある程度、今後の玉城町の農業はこうあるべきだ、こうしていくんだといっ

た考えを持って進んでいかなければならないと思いますが、どのようなお考

えがあるか。お伺いいたしたいと思います。  

○議長（小林一則君） ６番 小林豊君の質問に対し、答弁を許します。  

 町長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 小林議員から今後のまちづくりについて、３点に絞っ

てのご質問をいただいております。特に第１番といたしまして、健康づくり

の取り組みについてのご質問でございました。これにつきまして、どういう

ふうに進めていくのかということでございます。従来から町民の皆さん方の

健康のこと、医療、福祉、保健のことをいろいろなところで取り組みをして

きておりますけれども、なかなか現状を眺めてみますと、医療費の増嵩が非

常に厳しいと。特に財政分析の中では、いわゆる町で言いましても、社会補

償費の分野、町と言いますと、扶助費というふうな形で分類をしております

けれども、それが毎年１億円ずつぐらい増加をしてきておるという状況にも

あるわけであります。  

また玉城町の医療費の増嵩を眺めて見ましても、非常に町民の皆様方、我

慢強いこういう土地柄というところがございまして、重症化しないと病院に

かかられない。そして病院へかかった段階では、かなり進行してきておると、

こういう状況で医療費がぐっと上がってきておるということで、国保のいろ

いろな財政の状況をご覧いただいても、その通りの現象が現れてきておる。

こういうことに町として危機感を持って、対応していかなければならん。議

会の議員の皆さん方、昨年同行させていただきましたけれども、長野県佐久

市の取り組み、長い歴史の中で、ワースト１位でありました長野県が、大変

いま全国トップの健康県、県民の健康が非常に・・取り組みを進めておりま

して、行政の呼びかけもさらに一生懸命させていただきながら、このことに

住民の皆様方も危機意識を持っていただいて、そして取り組んでいただくと

いうことで前段の風口議員のときにも申し上げましように、５月から各地区

の集落へ出向かせていただいて、直接保健師から生活習慣病の恐ろしさ、あ

るいは日頃の運動、食事、そういったことの生活習慣、このことの認識を改

めて持たれるような、そういう説明会を進めておるという状況でございまし

て、ずっとそれともう一つは、行政だけでは、なかなか取り組みが広がらな

いわけでありますから、このことに既に町民の皆さん方のボランティア活動
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もありますけれども、それに加えて健康幸せ委員、長野県では健康補導員と

いう名前で認定をなされておられましたけれども、玉城町では健康幸せ委員

というふうな形でお願いを申し上げて、そして町内のいろいろな団体で活躍

されておられる方、活動されておられる方、例えば民生委員の方とか、体育

指導員の皆さん方とか、そういうふうな方に健康幸せ委員のお願いをして、

活動の場を広げていく。  

 そして、自治区の区長さんとの連携をしながら、特に徹底をした形での取

り組みを進めていきたいと、こんなふうに思っています。データもいろいろ

ございまして、そのデータを直接眺めて見ますと、玉城町でも健診率は低う

ございましたけれども、その結果を眺めてみますと、癌性の二人に一人が生

活習慣病、その予備軍だと、こういうデータも出ておりますし、女性の２

０％がその予備軍だということの結果も表れてきておるわけでありますから、

日頃からのご自身の健康管理、そのことに徹底をして、そしてやはり皆さん

が健康で暮らせる町、そしてそれが住みがいのある、住み心地のいい玉城町

というふうなことに繋がるというふうに思っておる次第でありまして、この

ことに力を入れてまいります。  

 もう一つはＩＣＴの取り組みてございます。これも先ほどお答えを申し上

げておりますけれども、東大のデマンドバスに引き続きまして、国の国交省

始め総務省からの協力、東大の協力もうまい具合に得まして、東海４県で唯

一単独の町としての玉城町が認定をされまして、これからスタートをさせて

いただく次第でございまして、具体的なその端末の操作等、これからの取り

組みにつきまして、担当の林課長から答弁をいたさせますので、よろしくお

願いをいたします。  

 もう一つ玉城町の農業についての考え方でございます。先人の皆さん方の

大変な努力によって、県下でも先進的な基盤整備が整ってまいりました玉城

町でございます。やはり玉城町の資源、これは農地であります。これを何と

しても将来に亘って守り、そしてこの農業振興に力を入れていく必要がある

というふうに思っておる次第でございます。具体的に申し上げますと、有田

平野における３００ヘクタールのパイプラインの工事が、宮川の受益地の中

で第１番に整備になってまいりました。そして斎宮調整池があといろいろな

設備の部分だけを残して、ほぼ完成をしておるわけでありますから、何とか

いたしまして農地の集積をしながら、より効率的な農業経営ができる、こう

いう取り組みに力を入れていかなければいかんというふうに思っております。

集落営農とか、あるいは後継者問題とか、なかなか以前からいろいろな課題

があって進んでおらないという現状になってございますけれども、何とかも

う一度このことも地域の地区懇談会の中で、直接訴えさせていただきながら、

パイプラインの進んでおらない城西のエリアあるいはその他更新の時期に来
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ております下外城田のエリア、そういうふうなところの皆さん方のご理解を

いただきながら、町としてもこの農業振興に力を入れていかなければいかん

という考え方を持っておりますので、よろしくお願いをいたします。以上で

ございます。  

○議長（小林一則君） 生活福祉課長 林裕紀君。  

○生活福祉課長（林 裕紀君） 今度交付決定いただいたＩＣＴの利活用した

安心元気なまちづくり事業ですが、その中での端末を２００台購入できる予

算の認可をいただいております。２００台は多いようで尐なくてございまし

て、誰に配るかということにつきましては、当初は当然高齢者の方というこ

とになりますから、想定されるのが今まで携帯電話そのものもご利用になっ

たこともない方を、とりあえず対象にしていくことは、一つの柱に思ってお

ります。  

 それは今ご質問のとおり、議員のご心配になるところで、携帯電話をよう

使わん方が、こういうのができるかとどうやと。当然端末の画面につきまし

ては、買い取りが簡単な画面を示せるようなウスタマイズをかける予定でい

ます。ワンタッチでバスがＧＰＳ機能を使って、近くのバス停へ呼べると。

また帰りは自宅の近くのバス停まで帰ってもらえるというような簡単操作が

できるような画面構成を考えて、ちょっとでも使っていただけるように、簡

単に使っていただけるようなことを考えていきたいと思っています。これに

つきましては、今月中に副町長をチーフとして、各課から何人か集まり、１

０数名ぐらいになるかと思うんですけれども、これのワーキンググループを

作りまして、この中でこれからどのような形で配っていくか。また今後どの

ような形で運営していくかということを決めていこうと思っています。  

 これはまず大きな柱の中には、やはり携帯型の簡易用端末を持って、高齢

者の方々の外出支援をしたいわけですから、電気バスを使いやすくするとい

うことを考えています。これを使いやすくすることによって、どんどんバス

の利用者を増やして、電気バスの効果を上げていこうということが狙いです。

この後につきましては、今携帯電話を持ってみえる方々が、人材となっても

らって、この方々に何とか民生委員さんとか、いろいろな方にこれからお願

いするわけですけれども、その方々に利用していただいているような側面か

ら支援をしていただきたいと。非常に失礼な言い方がわかりませんが、この

方々がまたその世代へ移られるわけですから、その方々はいとも簡単にバス

を呼べるようにしていただくといことの長い目で見た人材育成をしていきた

いと、ＩＴの人材育成をしていきたいということが、今回の柱でございます

ので、そこのところをやっていきたいと思っています。  

 その後につきましては、次の世代の方々は携帯端末を自由に動かせる方々

ですので、その方々には私とこのシステムは買い取りますので、もしそのア
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ンドロイドのＯＳを使った携帯を使いますので、このアンドロイドの携帯を

持っていれば、メーカーを問わず今のウィンドウズなんかもそうやと思うん

ですけれども、メーカーを問わず預かって、私のほうで無料でそのカスタマ

イズをつけてお返しさせてもらうと、そういうことにより将来のランニング

コストもかからないかなということを考えていまして、尐し時間はかかりま

すが、そういうようなまたその後は、来年から考えております。いろいろな

協議会、バスの協議会も立ち上げながら、もし民間のほうへとか、また有料

化とかいうことになれば、こういう端末を持ってみえる方々が、自宅をバス

停にできればなということ、いろいろ検討をしていきたいと。とにかく乗っ

ていただくということを含めて頑張っています。  

 当初いろいろ使い方とか、利用頻度には障害があるかと思いますが、長い

目でいただきたいと、こんなふうに思っております。以上です。  

○議長（小林一則君） 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） 健康幸せ委員会さん、こういう方々を設置して健康推

進というか、そういうことをやっていくことは、これはすばらしいことやと

思うんですが、結局やっぱり専門職ではないわけですよね。中にはそういう

方もみえるかもわかりませんけど、根本的に医療費の抑制だとか、そういう

ことを考えていくと、当町においては保健師の数が絶対数が足らんのではな

いかと、これは委員会協議会の中でもそんな話が出ておりました。保健師の

数の増員はお考えとしてございませんか。お伺いします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） こういう分野に力を入れたいという考え方でございま

すので、当然その分野には専門職の確保・・・・今緊急雇用経済対策の中で

各・・のことについて、全体の人件費の変えながらいただきたいと思ってお

ります。  

 それともう一つ健康幸せ委員その方々のご協力をいただいて、・・・・し

ていかなければいかん・・・（聞き取り不能）  

○議長（小林一則君） 暫時、休憩します。  

          （午後 ２時５０分 休憩）  

          （午後 ２時５５分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。  

 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） 健康づくりの取り組みを増大する医療費の抑制にも繋

がるとともに、国保会計の改善にも重要な要素を持っていると考えます。今

後も一層のご尽力をいただきたいと思います。またオンデマンドバスを核と

する情報通信技術の活用については、最先端のことなので不安もあり、心配

するがゆえに質問に至りましたが、大変期待していますので、さらなる活用
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も視野に入れ取り組んでいただきたいと思います。  

 産業振興についてですが、農業をとらまえて申しますと、これまでの日本

の農業を支えてきたのは兹業農家であり、減反政策を始めとする現在実施さ

れようとしている農家戸別補償制度に至っても、兹業農家向けの施策である

と思います。これも一つには選挙目当て、集票目当ての施策であり、自給率

の問題を含め、日本の農業の将来を真剣に考えていなかった。また貿易等の

外国からの圧力もあったことは事実だと思います。  

 しかしながら、食管制度の廃止後、米価は全般的に下落し、農機具の更新

がままならず農業に対する意欲も低下する中、農地を預けるといった方々が

増加し、営農形態がかなり変化している現状を見ると、本当の意味の過渡期

を迎え、抜本的な改革が必要ではないかと考えます。そのような中、町ない

に目を向けて見ると、先ほど町長も申されましたが、宮川左岸第１土地改良

区が事業主体となり、有田平野でパイプライン工事が進められております。

もともと有田平野は湿原地帯であり、稲作農業が盛んというより、稲作しか

できない土地柄であります。転作率も悪く何かと問題視されてきました。  

 しかしこの転作問題に至っては、減反施策が始まってから、現在に至るま

での歴史抜きでは語れないと思います。何も知らずに率だけをとらまえ、転

作をしないものは犯罪者かのように言う方もいますが、それはそれとして町

長この事業実施というのを、今が千載一遇のチャンスだと思いませんか。パ

イプライン化されたことにより、水を止めることができます。すなわち稲作

以外にも考えることができるわけであります。それには改良区を中心とした

営農組織を確立し、補償制度の整備など必要不可欠な課題があり、ハードル

も高いと考えますが、この機を逃してはならないと思います。改良区に働き

かけ、個々の農業者に呼びかけ、営農組織確立に挑戦するご意思はありませ

んか、お伺いいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 特にこの玉城町の農業の将来、そして具体的にパイプ

ライン化が進んできたところの有田平野辺りへのこれからのあり方というふ

うなことの提言の中で、これは当然これからせっかくのインフラ整備がなり

ましたから、これをやはり有効に生かしていく必要がなければならんという

ふうに思っておるわけでありまして、特にそれぞれの部会が今構成されてお

ります。ＪＡなり改良区なり、あるいは町なり、あるいは県なり、そういう

ふうなところが参画をしておるわけでありまして、この部会をさらに活性化

していただいて、そしてこの状況が変化してきておる玉城町のインフラ、こ

れに対して今後の農業経営、稲作経営、あるいはその他の生産活動をどうし

ていくのかということに真剣に考えていただきたい。このことを私からも申

し入れをしたいと思っておる次第です。  
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○議長（小林一則君） 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） 何かと大変な時代かと思いますが、町民１万５０００

人のリーダーとして、どうぞ玉城町を引っ張っていっていただきたいと思い

ます。政治屋は次の選挙を考え、政治家は次の時代を考えると言われます。

町長におかれましては政治屋ではなく、政治家であってほしいと思います。

と同時に私自身も政治家でありたいと思います。  

 次の質問に移らせていただきます。ウイルス性の伝染病である口蹄疫が宮

崎県で発生し、昨日は終息はおろか拡大しつつあるとの報道がされておりま

す。畜産業が盛んな当町においても、畜産農家の方々にとっては、不安を抱

える日々が続いていることだと思います。思い起こせば２０年前、当町でも

養豚農家においてオーエスキ病が発生しました。当時私も町職員として在職、

配属は産業課、現在の産業振興課の中で、畜産を担当していた関係上、屠場

への搬送の手伝いや、殺処分され消石灰をかけ土に埋められた子豚を目の当

たりに見てまいりました。本当に悲惨な光景で、今も脳裏に焼きついており

ます。空っぽになった豚舎を消每する農家の方々の姿も忘れられません。現

在は玉城豚として一ブランドを確立していますが、当時は農協の後押しもあ

りミスターボークという名称で、ブランド豚として売り出しかけた矢先の出

来事でした。  

 現在に至るまで回復された養豚農家におかれましては、相当のご努力があ

ったことと推測いたします。今回の口蹄疫に対しましては、対策の一環とし

ていち早く対象農家へ消石灰の無料配布を実施されましたが、町として過去

にも家畜伝染病の経験もある中で、口蹄疫に限らず家畜伝染病が発生した場

合、町独自の対策整備が必要不可欠ではないかと思いますが、町長のお考え

をお伺いいたします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） ご質問いただきましたけれども、大変拡大をしてきて

おるというふうなことで、深刻な事態に発展をしております。宮崎県の農家

の皆さんの口蹄疫の発生農家及び関係農家の方々におかれましては、心から

お見舞いを申し上げたいと思います。また発生現場及び消每ポイントなどに

おきまして、昼夜を問わず防疫対応に従事されておられる方々にも、心から

敬意を表する次第でございます。今議員からご質問もございましたように、

議会のご理解をいただきまして、早い段階で町内の畜産農家に消石灰の配布

をさせていただきました。残念なことは、国の対応の遅れでございます。農

家が手塩にかけて育てた家畜が、既に３０万頭以上が処分されていると。こ

ういう状況になっておるわけでございます。  

 お尋ねの家畜の伝染病というふうなことでございますけれども、これにつ

きましては家畜伝染病予防法というものがございまして、伝染病が発生した
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場合には、この法に基づき防疫措置が開始されるということでございまして、

今回の口蹄疫に関しましては口蹄疫対策特別措置法が施行され、国、地方公

共団体宮崎県にて対応しておるということでございます。  

 そしてこの伝染病に関しましては、初動体制というのが非常に重要でござ

いまして、三重県におきましても国の口蹄疫に関する特定家畜伝染病指針と

防疫指針に基づいて三重県口蹄疫対策対応マニュアルが策定され、その中で

市町の役割、協力要請がうたわれておると。したがって玉城町でもこのマニ

ュアルに基づいて準備体制を進めておると、こういう状況でございますので

どうぞよろしくお願いをいたします。  

○議長（小林一則君） 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） 町長、私が申し上げたいのは、国や県のマニュアルだ

とかそういうんではなしに、畜産農家が町内にたくさんあられるわけですよ

ね。もし発生した場合に、車両を止めたりやとか、道路を閉鎖したりやとか、

そういうことが必要になってくると思うんですよね。そういうことをもし発

生してからでは遅いと思うんですよ。今からそういうマニュアルというか、

危機管理体制をとってかないかんと思うんですが、そういうお考えはないの

でしょうか。お伺いいたします。  

○議長（小林一則君） 産業振興課長 田間宏紀君。  

○産業振興課長（田間宏紀君） 具体的な実施の対応というふうなことでござ

いますので、私のほうからご答弁をさせていただきたいと思います。まず町

長答弁の中でありましたとおり、家畜防疫を総合的に推進するための指針と

いうのが、これは平成１３年に国のほうから通達が出ておるものでございま

すが、この中で国の役割、そして県の役割、市町の役割というものがうたわ

れております。家畜防疫というふうなものに関しましては、市町で単独とい

うよりも県全体、広域的に対応するというふうな考え方でございまして、家

畜防疫の実施体制の整備に対する市町の役割といたしましては、第１点とい

たしまして、家畜所有者等が行う自衛防疫の推進及び連絡調整、そしてまた

家畜所有者の行うべき防疫措置の実施に対する支援。そして県が行う防疫活

動への協力というふうなことになっておるところでございます。  

 今回の口蹄疫に関しましては、特別措置法も設置をされておるところでご

ざいますが、県との連絡会議等におきまして、既に第１回の会議、伊勢志摩

地域口蹄疫現地対策会議というものを、先日６月３日に会議を行ったところ

でございます。この会議の出席構成メンバーというふうなものに関しまして

は、まず構成のエリアでございますが、南勢の家畜保健衛生所のエリアとい

うふうなことで、伊勢市、鳥羽市、玉城町、大紀町、南伊勢町、度会町とい

うふうなところが、三重県の本部のもとに現地対策本部というものが設置を

される予定になっております。  
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 そしてその第１回の会合がなされたところであり、その会合の中で市町の

分担といたしまして、まず発生した場合の体制、そして発生の市町を含む移

動規制区域内地域市町への協力、役割というふうな部分での対応というもの

をしておりますし、また役割分担の中で市町といたしましては、防疫の対策

班の中に入り、発生地の場合は場内の立入制限の担当なり、殺処分の家畜の

評価なり、そして追跡担当といたしまして、家畜の移動、人の出入、侵入者

等の調査というふうなことになりますし、また移動規制のかかる場合におき

ましては、発生農場周辺の通行遮断の協力、そして消每ポイントの設置、車

両消每というふうなことになっておりまして、交通規制というふうな部分も

ございますので、この現地対策本部の中には、伊勢警察署、鳥羽警察署の安

全対策の担当の方々も入って対応をするものでございます。  

 そしてこれから市町の役割、市町での対策本部というふうな設置も必要に

なってこようと思いますので、現在その市町の対策本部としての設置を準備、

進めておる段階でございます。以上です。  

○議長（小林一則君） 小林豊君。  

○６番（小林 豊君） そうすると今現段階では、こういったマニュアルぽい

ものは作ってなくて、これから整備するという、そういうことでよろしいで

しょうか。そうしましたら、マニュアルを作成中ということで、完成されま

したらまたご提示をいただくようお願いいたしたいと思います。  

 最後になりましたが、宮崎県内で感染されました口蹄疫に感染されました

畜産農家、関係各位の心痛を察するとともに、心からの見舞いを申し上げま

す。また早期終息、１日も早い回復をお祈りをいたしまして、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。  

○議長（小林一則君） 以上で、６番 小林豊君の質問は終わりました。  

 １０分間休憩といたします。  

○議長（小林一則君） 以上で、６番 小林豊君の質問は終わりました。  

 １０分間休憩といたします。  

          （午後 ３時１０分 休憩）  

          （午後 ３時２０分 開議）  

○議長（小林一則君） 再開いたします。休憩前に続きまして、一般質問を続

けます。  

 次に、１３番 高木市郎君の質問を許します。１３番 高木市郎君。  

○１３番（高木市郎君） 議長のお許しを得ましたので、通告をいたしました

３点について質問をいたします。  

 まず初めなんですが、私は１１年前に町議という仕事をいただきました。

その年の９月に一般質問しました。それが城山に車椅子でもあがれる遊歩道

がつくれないかということを質問したわけでございます。その時の当時の町
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長は城山を観光という観点で質問した人はいたけれども、健康という時点で

質問したのは初めてだなと、こういうことを言われたことがあるわけです。

私は続いて二度ほど同じような趣旨で質問いたしました。ラッキーと言いま

すか、幸い国や県の補助金のタイミングがよくって、現在１億円をかけた遊

歩道というのが、田丸のお城に布設をされておるわけでございます。先日の

ごみゼロの日も遊歩道の周辺を、大勢の方が出られて清掃、草刈りをされる

わけでございます。そして休日には多くの方が遊歩道を利用されているとい

うか、散歩されているという姿があるわけでございます。  

 私はそういう意味で、自分の信じたことは３回は質問したいと、こういう

ふうに思っております。それ以上はもう質問しません。今回もこの２点につ

いては同じような３回目の質問でございます。それのまず第１点が町民の民

意をどのように確認するかということでございます。二つ目は田丸駅の南側

から直接入場というか、改札ができないかということです。三つ目は保健福

祉センターの駐車場、これか狭くなってきているんではないかということに

ついてのお尋ねしたいというふうに思っております。  

 まず１点目でございますが、町長は２期目のいわゆる町政を始められたわ

けでございます。先ほどから皆さん質問されておりますように、その町長の

公約と申しますか、理念になるんでしょうか。安心して暮らせるまちづくり

をやっていくと言われるわけです。１期目には暮らし満足度ナンバー１とい

うまちづくりをしていきたいということで言われたわけで、公約をされてい

たわけでございます。これをこの安心度、満足度というようなことを考えま

すと、これはその人の感覚の問題であるというふうに私は思います。これを

どのように皆さんが、町長がその公約を実行されて、その結果どうなんだろ

うと、それを検証するというか、確認するというか、察知するというのか、

するには秤にのせて安心度をはかるわけにいかん。巻き尺で測るわけにもい

かん。これは私はアンケートが適当ではないかというふうに思うわけでござ

います。これも、こういうことも度々言ってきたわけでございますが、そう

して１０月ごろまでにそのアンケートを取って、その結果を集計して次年度

の政策に生かすと。その政策に生かして、その結果がどうであろうかという

ことを、またアンケートで点検する。プラン・デゥ・チェックアクション、

このことを繰り返しながら民意を確認しながら、私は町政を進めていくとい

うのが大変望ましいやり方ではないかというふうなことを申し上げているわ

けでございます。  

 このような考え方に対して、町長はどのようにお考えですか。これも再度

のことになるわけでございますが、今町民の民意をどのような形で確認をし

ようとしておられるのか。その点についてもお尋ねをしたいと、こういうふ

うに思います。  
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○議長（小林一則君） １３番 高木市郎君の質問に対し答弁を許します。  

 町長 辻村修一君。  

○町長（辻村修一君） 高木議員から民意の確認というふうなことでのご質問

をいただきました。町民の皆さん方の民意といいますか、思いがどこにある

のかということでございますけれども、これはいろいろな確認の手法がある

と思います。まずは地方公共団体としての運営は、議会制民主主義の中で住

民の皆さん方の代表として、議員の皆さん方が町の政策方針の最終意思決定

をいただくと、そういう立場であるわけであります。議員の皆さん方のご意

見、そして特に町の将来計画につきましては、その方面の専門の学識の経験

者の方、あるいはまた一般町民のそれぞれの組織の代表者の方のご意見をい

ただきながら、審議会を設けながら、町のこれからのまちづくり、こういう

ふうなものの諮問をいただいておるという状況もあるわけでありますし、お

っしゃられたようなアンケートの調査の手法もあるわけでありますし、ある

いは私といたしましても、個々の町民の皆さん方とフェース・トウ・フェー

スでご意見を賜っていくというふうなことで、そのことの中でのご意見もや

はり参考として、町政に反映をさせていただく必要があるというふうに思っ

ておるわけでございます。  

 いろいろな形でできるだけ幅広く、多くの方々のご意見を賜りながら、さ

らに発展をするまちづくりのために、取り組んでいくということが非常に重

要だと認識をしておる次第でございますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。  

○議長（小林一則君） 高木市郎君。  

○１３番（高木市郎君） 町長は地区の懇談会というようなことで、直接意見

を民意を吸収しておられるということも知っておりまして、先日私の地区に

も来ていただきました。私ちょっと都合悪くて失礼して申しわけなかったん

ですが、これも大変いいことだと思います。辻村町長が初めてではないかと

私は思うぐらい、いいことだというふうに思っています。  

 しかし何ごとにも利点、欠点があろうかと思うんですが、私はこの前から

も言っておりますように、広報たまき、これが５１００部ほど今出ているわ

けですが、これを利用してということは、その２ページ１枚をミシン目なり

にして、それでアンケート用紙にすると。当然要望的なアンケートになろう

かと思うんですが、回収をいわゆる区長さんにお願いする。区長さんの責任

の下にお願いするということは、組長さん、班長さんが集めてもらうという

ことにもなろうかと思うんですが、私は区長さんが集めてくれれば９５％ぐ

らいの回収率になると、以上になると私は思っています。後の５％というの

は地域担当制、皆さん職員でやっておられる地域担当制の方が、何とかそれ

も５％カバーするぐらいのつもりでやっていただければ、１００％かなり高
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い確率でそのアンケートの回収ができるんではないかというふうに、私は信

じております。  

 区長さんというのは、私ら地区に住んでおりまして、いろいろ書類が回っ

てきます、区長さんから。自分たちの生活のことですから、必ず区長さんの

書類には対応しておりますし、また今地区では役員というのは、項番制とか

持ち回りとかいう形になっている場合が多いかと思います。したがって自分

の番のときにも皆さんに協力しほしいという基本的なものがありますから、

やはり区長さんの仕事というのか、願いについては、本当に１００％うちの

町では回収されているか、対応されておりてます。だから私はその区長さん

にお願いすれば、かなり回収率が高いんじゃないか。そういうことでアンケ

ートを回収して、その結果をやはり行政政策に活かしていただきたいと、こ

れが私の３回目の質問でございます。これはもう私が今町長に答弁をお願い

することもないかと思います。これだけ私は言いたいという感じでございま

す。  

 次に二つ目の問題でございます。田丸駅の南側から乗車できないかと、こ

れも実は何回目の質問でもございますが、当町はＪＲの参宮線、これを境に

して南側、いわゆるＪＲの上り線がよく発展してきておると思います。最近

ではパナソニック電工さんの関連工場がまた工場を増設しているというよう

なことも聞いておりますし、パナソニック電工さんは玉城の工場を中心に生

産をしていきたいというようなことも耳にしております。そうなりますと

徐々に居住される方も多くなってくるんではないかというようなことが推測

されるわけであります。  

 それと今までよく問題になっておりました勝田町の踏切、左右が大変混雑

する。これは安全性という意味でも問題があるということであろうかと思い

ます。また遮断機が下りるとなかなか開かないというじれったさもあります。

こういうふうな問題。  

 それから高齢化も増えております。いわゆる玉城町は人口も増えるけれど

も、将来的には高齢化が進むだろうと、町長も先ほどおっしゃっておられま

したけれども、私も先日、免許の更新に行ってまいりました。そこの担当の

方がお話をされておりました。高齢者の事故が多いと。そういうようなお話

でございました。そして免許証をもう返還する方も多いと、こういうような

ことも言っておられました。ですからそうなりますと、電車、汽車を利用し

たほうが安心だという方も増えてくるんではないかというようなこと。  

 あるいはまた地球温暖化、ＣＯ2 の問題、これも公共交通機関を利用した

ほうが望ましいんではないかと、こういうようなことをいろいろなことを合

わせますと、どうしても田丸駅の南側から直接プラットホームに入れる、改

札できる、そういうことがまちづくりとしても私は必要ではないか。ぜひと
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もそういうことを進めていただきたいというのが、私の２番目の質問でござ

います。町長この前に、私がこのようなことを質問したときに、答弁あった

んですが、機会があればＪＲさんとも交渉してみようというような答弁もあ

ったかと思うんですが、その後、何か進展というか情報はございませんでし

ょうか、お尋ねします。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 平成２０年３月に高木議員から、今のお尋ねがござい

まして、確かその翌月でございましたけれども、副町長のほうで関係のＪＲ

の方とのそういう情報交換の機会を設けさせていただきました。前回にも申

し上げましたように、非常にＪＲとの協議につきましては、民営化というの

か、無人化というふうなことになりますと、それの費用負担というのはすべ

て町というふうなことなり、いろいろな課題も多くあるというお話でござい

ました。  

 しかし、現状は１日の乗降客が約１０００人ということでございまして、

当然通勤されておられる方、通学の方が非常にＪＲ田丸駅からの利用という

ふうなことで、大変利便性があるわけでありますけれども、特にこんな中で

今ご質問の南側の乗降というふうなことができました場合には、それは南側

からの利用も利便性が高まるということは当然だというふうに思っておる次

第でございますけれども、なかなか無人化による駅舎内の安全、あるいは特

に定期券とか回数券の切符の購入というふうなことが、非常に無人化であり

ますからできないというふうなことなり、周辺道路なり、あるいは駐車場、

駐輪場等のそういうふうなところの大きな問題があるということが想定され

るわけでございます。  

 

 このこともずっと商工会の皆様方も一緒になって、居常駅とか駅前、駅裏

のそういったＪＲへの乗り入れを、どうしていくのかというふうなことの検

討が、約２０年ぐらい前でございますが、なされたというふうな時代もあっ

たわけでございますけれども、なかなかその後の町のいろいろな環境の変化

あるいは経済状況の変化等もございまして、非常にうまく進んでおられない

というのが今の現状でございます。  

そんな中でございまして、しかしＪＲのほうとの協議の中では、かなり厳

しいというふうなことは伺っておりますけれども、町の将来を考えて、これ

から人口減尐の時代というふうなことでありますけれども、南側の地域がス

ームズに発展をしていくことも、大きな町の活性化につながるというふうな

ことは、十分承知しておるわけございますので、一度改めてその課題につい

て整理をしてみたいと、こんなふうに思っておる次第でございます。以上で

す。  
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○議長（小林一則君） 高木市郎君。  

○１３番（高木市郎君） 私は実は今どういう状況かなと、今町長が１０００

人ほど乗降客がある。多いから。宮川駅は古い駅というか、無人化にされて

おって、使われます機会に乗ったり、降りたりということで、そういうこと

をこの前も申し上げたんですが、田丸駅は乗降客が多い。だからワンマンで

は通用しないと。安全性も問題あるとか、こんなことも実はこの前お伺いし

たいわけです。実はどれぐらいかなと思って見に行きましたら、自転車が平

常大体２８０台ぐらい駅前にあります。快速三重の８時の列車にどれぐらい

乗られるかなと、数を見たらやっぱり６７人の方が乗られました。６、７０

人の方が通常利用されておるということで、それは特段関係ないんでありま

すが、私はあるそのＪＲの方にお話を聞きました。  

 ＪＲ名松線というのがあります。美杉駅という駅は森林協同組合の女性事

務員の人が切符を売っているということを聞きました。ＪＲさんから委託を

されておると。手数料を何％かもらってというようなシステムがあるそうで

す。私は直接聞いているからあります。現実にそういうふうにやっています。

四日市にもどっかそんなことやっているというようなところがあるそうです。  

 ですから、ＪＲさんの経費とか経済上の都合でそれができないのか、どう

いう理由でできないのか。私はまだ明確ではないというふうに思っておりま

す。それで今年の４月に玉城町に代議士さんが来られました。町長それは百

も承知のことだと思うんですが、その代議士さんにこのことについてお話を

しお願いしました。何とかならんのかと。なりますよと。可能性はあります。

それは玉城町さんがあるいは町長さんが先に立って、この問題に取り組んで

くれれば、私も精一杯努力をしますと。その代議士の方はそう言われました。

ですから町長、町長が先頭に立って、各課長を４、５人随行して、しかるべ

きところに嘆願をすれば、道が開けるんではないかというふうに私は考えて

おるんですが、これも町長にお答えをいただくことはありません。ひとつ検

討してみていただきたいと、こういうふうに私は思います。  

 それから、次に三つ目の質問に移りたいと思います。保健福祉センターの

駐車場が現在、何かイベントがあると、すぐ車が路上に駐車しておるという

状況になっておるのは、皆さんご存じやというふうに私は思います。これは

そのまま放置しておくと交通事故を誘発したりということで、余りこれはよ

くないことであるというふうに私は思っております。これは現在私もそこの

駐車場を数えましたら、８０台分あるわけですね。保健福祉センターは８０

台分です。  

 それでふれあいホール、あのホールの客席数はご承知のように、３３０で

す。ですから４分の１、４×３２、４分の１にも満たない駐車場ですから、

何かイベントがあれば、当然のように車があふれて路上駐車ということにな
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っているのが現状ではないかと思います。どの人も車社会、一人１台で車に

乗ってきますから、私のこの前、健康診断に胃ガン検査に行ったときに、も

う既に車を置けなかったです。それぐらいよく活用されているというふうに

思うわけでございます。  

 町長このことに対して、どのようにお考えなのか。またいい案をお持ちな

のか、お尋ねしたいと思います。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 福祉センターの駐車場のお尋ねでございます。大変福

祉センターがフル活用と言いますか、いろいろなホールを始め教室等が活発

に開かれておりまして、施設を利用していただいておりますことは、本当に

嬉しく思っておる次第でございます。現在の会館の周辺、会館の裏、横なり、

正面のところの台数が１１０台が駐車可能と、こういうことになってござい

ます。  

 それから行事があるときには、ミエマンさんの川向こうのところの駐車場

と言いますか、広場をお借りをしておると。これが１２０台という能力でご

ざいまして、合計２３０台ということになっておるわけでございまして、現

状はお話のございましたように、特に多目的ホールでの大ホールでのいろい

ろな催物、これにかなり集中をいたしまして、駐車スペースがなくなってお

るという状態が発生をしたりしております。できるだけ乗合で利用していた

だきたいと、こんなふうなことも、それぞれの催物を開催をする担当の方、

あるいは責任者、その方からのやっぱし呼びかけというふうなものもぜひ徹

底をして、そうしたお互いに譲り合いをして、迷惑のかからないような形の

利用をお願いをしたいというふうに思っておる次第でございます。  

 なかなか他にすぐに駐車場を確保するというふうなことは、非常に難しい

周辺の状況はご覧のとおりでございますので、極力乗り合わせで、また町内

の方はできるだけ車以外でお越しをいただくような、そんなこともお願いし

たいと思っておる次第でございます。  

○議長（小林一則君） 高木市郎君。  

○１３番（高木市郎君） 町長、特段の策というのは今お答えがなかったわけ

ですが、ある人は何人かの人は私もこういう発言をすると、ちょっとバッシ

ングがあるんではないかと思うんですが、保健福祉会館の中に競技場があり

ます。これを何とかならんのかという声を私は聞いております。これはかな

り抵抗があろうかと思うんですが、町長が今まで先ほどからいろいろ皆さん

質問しておられるのに、健康のまちづくりだというふうなことも、確かにそ

れに反することかもしれませんが、やはりこの保健福祉センターがスムーズ

に使えるということは、そこの場所を駐車場にしてはどうかという声がある

わけでございます。  
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 もしそうであれば他の場所、他の場所はないわけでありません。いろいろ

私も聞いております。あるいはアスピア玉城、あの辺で一つ増やしてはどう

かとそういう条件のもとに交渉はできないのか。そうすればあちらへお客さ

んが大きなイベントのときは、たくさん出かけるから、アスピア玉城の利用

度も高まると。こんなことを聞いて、大体想定はされたと思うんですが、あ

そこを利用すれば８０台ぐらい余分に敷地の中に入る計算がされております。

そのようなことでこれは多くの皆さんがどういう判断をされるか、どちらが

大事かということになりますが、やはりこの辺のことも町長の決断で、やは

りまちづくりの一環として、考えていただく問題ではないかというふうに今

思っております。  

 いろいろ申し上げましたが、朝から７人の議員がいろいろとああしてくれ、

こうしてくれ、金の要ることばっかり今申し上げたわけでございますが、町

長の耳の痛いところで、大変お困りだと思います。しかしここにおられるス

タッフの皆さん、玉城町の課長の皆さん方も、これは玉城町の首脳部でござ

います。朝から皆さん聞いておられるわけですから、ひとつこの６月議会が

終わりましたら、町長を中心に何を優先してやるべきか。大論議をしていた

だいて、一つでもいいです。実行に移していただきたい。そしていろいろ私

らも申し上げましたが、町長の任期は４年間あります。今から。ひとつ４年

のうちに何とか一つでも完成をしていただきたいということを念願いたしま

して、期待いたしまして、私の質問を終わります。  

○議長（小林一則君） 辻村町長。  

○町長（辻村修一君） 福祉センターの駐車場のことに関連をいたしまして、

高木議員から現在のゲートボールのところを駐車場にというふうなご意見を

いただきましたけれども、これは福祉センターをあの場所へ設置する際の開

発基準というふうなものがございまして、どうしてもそれだけのスペースを

調整池として確保しなければならないということであります。調整池ですね、

災害の時の調整池として確保して、その調整池として確保したところに現在

ゲードボール場として利用していただいておるということでございまして、

開発基準の中であの面積だけは確保が義務づけられておるということでござ

いますので、一つその点はご理解を賜りたいと思います。  

○１３番（高木市郎君） わかりました。それでは私の質問を終わります。  

○議長（小林一則君） 以上で、１３番 高木市郎君の質問は終わりました。

これにて本日の日程はすべて終了いたしました。来る１４日は午前９時より

本会議を開き提出議案に対する質疑を行いますから、定刻までにご参集願い

ます。本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さんでございました。  

 

         （午後 ３時５１分 散会）  


